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は じ め に 
 

世界にも類のない未曾有の複合災害である東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島

第一原子力発電所の事故から間もなく丸 14 年が経過しようとしている。本県は発災以降、

「原子力災害被災地域」とされ、現在もなお、被災者・避難者が県内外において広域的か

つ長期的な避難を強いられている唯一の自治体となっている。避難指示の解除等に伴い、

徐々に避難元自治体への帰還は進んでいるものの、避難地域においてはいまだに帰還困難

区域が設定され、当分の間継続する見込みである。 

こうした中、国内外の多くの皆様の温かい御支援と御協力により、避難地域における

インフラの整備等は着実に進んでいる。しかしながら、福祉、医療、教育など、帰還し生

活していくための環境整備等は、いまだに復興の途上にあるのが現状である。 

避難者は多い時で 16 万５千人にも及ぶ県民が県内外への避難を余儀なくされた。現在、

福島県社会福祉協議会（以下「福島県社協」という。）及び各市町村社会福祉協議会（以

下「市町村社協」という。）では、「福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・

相談支援事業）」として国から補助を受けて避難者の見守り活動に取り組んでいる。私た

ちの支援対象者は約４万人であるが、このことは、発災から 14 年が経過しようとしてい

る今においても、避難した 16 万５千人の実に４分の１の皆さんが、何らかの福祉的サー

ビスが必要であるという深刻な状況が続いていることをも示している。避難を余儀なくさ

れた避難者の皆さんが「ふるさと」に帰還し、安心して豊かな生活を送ることができる地

域になるためには、復興の歩みはまだまだ道半ばと言わざるを得ない。 
 

現在、避難者の皆さんの多くは、避難先自治体において、復興公営住宅や再建した住

宅等で生活している。避難の広域化と長期化に伴う家族の分断や高齢化の進展、健康状況

の変化など、避難者を取り巻く課題は多様化、複雑化している状況にある。 

昨年度実施した「令和５年度福島県復興公営住宅入居者実態調査」の調査結果による

と、避難者の高齢化の進展に加え、単身化が加速していること、孤独・孤立、生活困窮、

心身の悩み等、様々な生活課題が顕在化していることが判明した。 

私たち福島県社協及び市町村社協では、発災後から４か月経過した８月頃から「生活

支援相談員」を配置し、様々な生活課題を抱えた避難者に対する「個別支援」を進めてき

た。加えて令和４年度からは「避難者地域支援コーディネーター」を配置し、地域コミュ

ニティでのつながりづくりなどの「地域支援」を併せて行っている。避難の広域化・長期

化に伴い多様化・複雑化・深刻化する課題に対応するためには、これら個別支援と地域支

援を「車の両輪」として、避難者の様々なニーズに対応した「伴走型支援」による取組を

進め、地域共生社会を構築していくことが重要である。さらに、令和５年４月に「社協連

携避難者支援センターいわき」、令和６年４月に「社協連携避難者支援センター郡山」を

設置し、避難元社協と避難先社協の連携・協働を図る仕組みづくりをしながら、避難元に

こだわらない「丸ごとの支援活動」を実施し、これら総合的な避難者支援の取組を積極的

に推進している。 
 

避難元社協及び避難先社協並びに福島県社協は、「福島県避難者見守り活動支援事業

（被災者見守り・相談支援事業）」の今後更なる継続を強く求める。特に、避難元社協の
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会長の多くは町村長が兼務しているところが多いのが特徴であるが、これらの町村長には、

避難している住民の方々からこの見守り活動に対する感謝の言葉が寄せられている。各市

町村社協会長は、住民との直接対話の中で、広域避難とその長期化によって家族の分断が

進んだことが、家族や世帯によるケアができなくなり、生活支援相談員が個別に対応して

いくことの必要性が増したこと、高齢化・単身化が進む中で、孤独や孤立、生活の困窮、

心のケアなど新たな問題が深刻化していることなどにふれ、見守り活動の更なる必要性は、

薄まるどころかますます高まっていることを強く実感している。 

また、避難元社協の見守り活動は、生活支援相談員等の一日の移動距離が 100kmを超え

ることも少なくなく、帰還が進むことは見守り活動の広域化もさらに進むことにもなり、

限られた人員での見守り活動には避難元社協と避難先社協の連携・協働が必要不可欠であ

る。このため、これまでいわき市と郡山市に整備した「社協連携避難者支援センター」を

他地域へも拡大し、更なる機能充実を図ることへの期待も強い。 
 

こうした中、令和３年度から令和７年度までの「第２期復興・創生期間」は、令和６

年３月 19 日に閣議決定された「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災か

らの復興の基本方針の変更について」により、原子力災害被災地域においては、「令和３

年度からの当面 10 年間」は、本格的な復興・再生に向けた取組を行うこととされた。国

においては、「原子力災害被災地域」の福島県の復興・創生に向けての取組方針や財源確

保等が「東日本大震災からの復興の基本方針」に明記されていることを重く受け止め、被

災地の声を丁寧に聞きながら、今後とも切れ目なく安心感を持って本事業に取り組むこと

ができるような措置を取られるよう切に望むものである。また、福島県での被災者支援の

取組は、能登半島地震の復興や、今後予想される南海トラフ地震、首都直下型地震等にも

大きく役に立つ取組になるものと思料する。 
 

福島県社協及び市町村社協においては、令和６年５月、「社会福祉協議会における避

難者支援に関する検討会議」を設置し、令和８年度以降の事業継続に向けて、「福島県避

難者見守り活動支援事業 (被災者見守り・相談支援事業)」のこれまでの取組を検証し、

現状分析と課題を再整理しながら、今後の在り方、方向性等について、発災当時の原点に

立ち返って総合的に検討を行ってきた。このたび、その概要を本検討結果報告書として取

りまとめたところである。 

福島県社協及び市町村社協としては、令和８年度以降も、本検討結果報告書に記す考

え方と「事業方針」により、引き続き避難者見守り活動支援事業を推進してまいりたいと

考えている。   

国・福島県・関係機関団体の皆様の御理解、御支援、御協力を切にお願いする次第で

ある。 

 

  令和７年２月 

  

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

              社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議 
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第１章 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故からの 

避難者支援について 

 

１ 東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故 

  世界にも類のない未曾有の複合災害である東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島

第一原子力発電所の事故の発生から間もなく丸 14年が経過しようとしている。 

平成 23年(2011年)３月 11日、「東北地方太平洋沖地震」が発生し、マグニチュード

9.0、最大震度７の大地震とその後の大津波により、福島県では浜通りを中心に県内全

域に甚大な被害をもたらした。県内では 4,100人超の多くの尊い命が奪われ、道路や港

湾・漁港等のインフラはもとより、約 99,000 棟に及ぶ家屋が全半壊や流失等の甚大な

被害を受けた。 

さらに、大地震直後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本県

は深刻な状況に陥った。３月 12～15 日にかけて水素爆発が発生した。その後、避難指

示が出され避難が順次開始された。４月 22 日には警戒区域等が設定され、翌年４月の

３区域（帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域）への見直しを経て今

日に至る。 

 

２ 原子力災害に伴う避難及び帰還 

原子力災害に伴い、最大で 16 万５千人に及ぶ県民が県内外への避難を余儀なくされ

た。これら避難者の方々は、発災直後の避難所生活から始まり、その後、急ピッチで

整備された仮設住宅や借上げ住宅での生活に順次移った。その間、福島県及び市町村

において、災害公営住宅や復興公営住宅等の居住環境が整備されてきたことに伴い、

仮設住宅等から復興（災害）公営住宅に転居したり、避難先で再建した自宅等での生

活へと移っている。 

その後、除染に伴う空間放射線量率の低減や様々な帰還環境の整備が進められ、避

難指示の解除が進んだことに伴い、徐々に避難元自治体への帰還が進んでいる。 

避難地域でのインフラ等の整備等は、国内外の多くの方々の温かいご支援とご協力

によって、着実に進んでいるものの、医療機関・介護施設等の再開・新設、学校の再

開等、帰還できる環境の整備や除染等の環境回復の取組は、いまだ復興途上にある。 

また、避難地域における区域については、いまだに帰還困難区域が設定され、当分

の間継続する見込みとなっている。 

さらに、現在もなお、多くの方々が、生まれ育ち、住み慣れた「ふるさと」を離れ、

家族や近隣の住民等と離れ離れになる中で避難生活が続いている。避難を余儀なくさ

れた避難者の方々が「ふるさと」に帰還し、安心して豊かな生活を送ることができる

地域になるためには、復興の歩みはまだ道半ばと言うべき状況にある。 

 

３ 福島県社会福祉協議会及び福島県内の市町村社会福祉協議会における避難者支援 

（１）「災害ボランティアセンター」から「避難者生活支援・相談センター」へ 

   福島県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）においては、東日本大震災発災

当日の平成 23 年（2011 年）３月 11 日、「福島県社協災害ボランティアセンター」
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（３月 14 日以降は「福島県災害ボランティアセンター」）を立ち上げ、県内関係団

体と連携した災害支援業務を開始した。 

   また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い「原子力災害対策特別措置法に基

づく避難指示」が発令され、沿岸地域の住民を中心に県内外への避難を余儀なくされ

たことに伴い、県内 59市町村のうち 30を超える市町村社会福祉協議会（以下「市町

村社協」という。）に「災害ボランティアセンター」が開設され、避難者の支援に従

事してきた。その後、「災害ボランティアセンター」は、「生活復興ボランティアセ

ンター」への名称変更を経て、平成 27 年(2015 年)４月１日、「避難者生活支援・相

談センター」へ組織改編を行い、市町村社協に設置した生活支援相談員が効果的な避

難者支援に取り組むことができるよう活動を進めている。 

 

（２）県社協及び市町村社協における避難者支援業務 

   福島県内では、平成 23年(2011年)３月 11日の発災から２か月後の５月頃より応急

仮設住宅への入居が始まった。それに伴い、その入居者に対して個別に訪問して相談

支援等をしながら、避難者の見守りをしていく必要が出てきた。 

   そこで、発災から４か月程度たった同年８月には「福島県生活支援相談員配置事業」

に基づき、県内 30 市町村社協に 171 名の生活支援相談員、県社協に５名の統括生活

支援相談員（現在：総括生活支援員）を配置し、避難者生活支援業務を開始した。 

   この「生活支援相談員」は、阪神淡路大震災や新潟中越沖地震で被災者支援にあた

った先進自治体や社会福祉協議会（以下「社協」という。）の活動の経験を活かして、

私たち東日本大震災の被災地においても被災者・避難者の見守り・訪問相談活動とし

て行ってきているものである。 

   特に、原発事故によって避難を余儀なくされた福島県の場合、広域・分散という

避難の特性があることから、避難元社会福祉協議会社協（以下「避難元社協」とい

う。）ばかりでなく、避難先社会福祉協議会（以下「避難先社協」という。）にも

「生活支援相談員」を配置することになったことは福島県における特徴である。 

   県社協においては、「福島県復興計画」を踏まえ、関係市町村社協や自治体、関

係機関等と連携・協働して避難者生活支援活動に取り組むこととした。そこで、福島

県の「福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業）」の補助制

度を活用して、生活支援相談員等による避難者の見守り及び相談対応等の活動を展開

することとなったのである。 

県社協では、上記補助制度を活用し、県社協が事業主体となって、「福島県生活支

援相談員等配置事業」として市町村社協に委託し、生活支援相談員等を配置して避難

者の「個別支援」に取り組んでいる。さらに、令和４年度以降は、生活支援相談員に

加え、新たに「避難者地域支援コーディネーター」を配置して、避難者が居住する地

域における「地域支援」に取り組んでいる。 

 

① 避難元社協と避難先社協 

次頁の図表１のように、避難元社協は、避難先の状況に合わせて、市町村外に拠

点を設けるなどの対応をしてきた。 
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    一方、避難先社協は避難元 

社協と連携して地域に避難し 

ている方への訪問、避難者同 

士の交流を図るサロンの開設 

などの活動をしている。 

   

② 生活支援相談員の役割 

  生活支援相談員の役割は、   

まずは、戸別訪問等による相   

談支援をしながらの見守り活 

動である。その際に、避難生 

活に必要な様々な情報提供を 

行う。また、避難者の置かれ 

ている状況に応じて、専門の 

関係機関へつないでいく。具体的には、児童養護の専門機関へのつなぎが必要であ

れば、その関係機関へつないでいくなどのような関係となる。  

    さらに、避難者の中には、避難によってこれまで生活していた環境と大きく変化

し、新たな環境になかなかなじめない方、家族関係が変わってしまって困っている

方などがいる。そのため、「居場所づくり」や「コミュニティづくり」が必要とな

り、生活支援相談員がその支援を行うことも大切な役割となっている。 

 

  ③ 生活支援相談員の推移 

この生活支援相談員の配置について、その推移をみると、下の図表２のように、

生活支援相談員の配置が一番多いのは、平成 28 年８月の 298 名となっている。そ

の後、避難者の状況に応じて減少してきたものの、令和３年度以降は横ばい状況で、

令和６年４月１日現在で、21社協に 121名配置している。    

    【図表２】 

【図表１】 
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（３）支援対象者の推移と高齢化 

   県社協及び市町村社協の見守り活動の支援対象者の推移をみると、下の図表３のと

おり、平成 28年(2016年）12月の 69,399人をピークに徐々に減少し、令和２年(2020

年)以降は減少幅が縮小し、令和５年度頃から横ばい状況となり、令和６年(2024 年)

３月末現在では、40,026人となっている。 

ここで、発災時に 16 万５千人の方々が避難生活を余儀なくされたことを鑑みると、

発災から 13 年経過しても未だに４分の１の約４万人もの方々が、福祉的な支援が必

要だということである。 

また、対象者の高齢化率をみると、年々上昇しており、令和６年３月現在で

47.5％と、半数に近づいてきている。 

   避難生活の長期化は、ますます高齢化率は上昇していくものと思われ、福祉的なサ

ービスを必要とする方は、今後大きく減少するとは思われないばかりか、複雑・多様

化するものと推察される。 

    

 

 

（４）避難者支援から 10年で見えてきた課題 

  ① 復興公営住宅や自宅の再建、新型コロナウイルス感染症の蔓延等に伴う課題 

避難者支援については、災害ボランティアセンターを中心とした第１ステージか

ら、生活支援相談員を配置し避難元社協と避難先社協が連携しながら見守り・訪問

事業を実施してきた第２ステージと進んできた。 

震災から 10 年が経過してくると、避難者の中には地域に溶け込むことが困難で

あったり、仮住まいを続けていくことへの不安などを抱えていることが、生活支援

相談員の戸別訪問や避難者同士の交流会などで多く聞かれるようになった。 

また、顔なじみのいた借り上げ住宅などから復興公営住宅等への入居や避難先で

の自宅の再建などによって住環境が変化し、周囲に顔なじみがいない新しい環境で
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【図表３】
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の新生活をスタートさせる避難者も多くなった。加えて、新型コロナウイルス感染

症の拡大による交流行事の減少など、人と接する機会が減少し、孤立化が一層加速

することが懸念された。避難者の方々にとっては、コロナ禍の中で、新たな住環境

で、新たな人間関係を構築するという困難な状況にあった。 

 県社協と市町村社協は、これまで避難元社協と避難先社協が連携して、戸別訪問

や交流会の開催など、きめ細かに避難者支援にあたってきたところではあるが、こ

うした従来型の個別支援（点の支援）に加え、さらに、避難者と避難先の地域住民

の結びつきを強化する地域支援（面の支援）の必要性を強く認識したのである。そ

こで、これらの課題解決を図るために、令和３年度に以下のとおり、個別（点）の

課題と地域（面）の課題を整理し、課題解決策を検討した。 

 

  ② 避難者見守り活動から見える避難者支援の課題 

ア 個別の課題（「点」としての課題） 

まず、避難者個々人にみると、避難の長期化に伴う支援対象者の高齢化の進

展とそれに伴う高齢者の一人暮らしの増加、健康状態の悪化、介護問題等がある。 

また、生活支援相談員の訪問に対して、全く応じようとしない「訪問拒否」

の方もおり、孤独・孤立の問題や孤独死の恐れなどの深刻な状況が見られる。   

さらに、原発災害に伴う賠償金や家賃補助などが終了していく中で、経済的

な問題を抱える世帯が増えていることも問題である。金銭管理上の問題等もあっ

て、賠償金を頂いても生活困窮に至った家庭もあるが、個人財産もからむかなり

デリケートな問題であるため、日々の相談の中でこれら困窮状態の把握は非常に

困難となっている。 

 

イ 地域の課題（「面」としての課題） 

個別支援を中心とした生活支援相談員の支援活動は、上記「個別の課題」に

加え、「地域の課題」にも直面する。 

復興公営住宅への入居や自宅の再建などで、新しい避難先で生活するには、

当然に避難先に以前から住み続けている地域住民と同様に、避難先において安心

して生活が送れるよう自分たちが必要な情報に加え、地域で生活する上で必要な

情報を整理し共有することが大事である。 

また、持続的な支援をしていくためには、これらの情報と避難者の情報が、

避難者支援を行っている機関や団体等と情報共有と連携を図ることが重要である。 

さらに、避難者が地域の人と知り合い、つながる場としての、地域住民との

コミュニティづくりが必要である。このことは、避難先地域はもとより、ふるさ

とに帰還した後でも必要なことである。帰還しても、ふるさとは震災前とは変わ

っているため、新たな地域住民とのコミュニティづくりが必要となる。 

こうした課題認識にたつところではあるが、なかなか新しい地域での生活に

なじめない人が多いほか、コロナ禍に伴い交流の場が限られてきている状況にあ

り、避難者支援は困難な状況にあった。 
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（５）避難者地域支援コーディネーターの設置（令和４年度以降） 

県社協及び市町村社協では、前述のとおり、令和３年度の検討を踏まえ、課題解決

を図るために、令和４年度(2022年度)よりこれまでの「生活支援相談員」に加え、新

たに「避難者地域支援コーディネーター」を設置した。これまでの生活支援相談員を

中心とした避難者一人一人への個別支援という「点」の支援から、避難者地域支援コ

ーディネーターが加わり、地域の自治会、民生委員、各関係機関、生活支援相談員等

と連携した地域支援（面の支援）を併せて行うというものである。 

特に、長引く避難生活から避難者の高齢化は進み一人暮らしの高齢者世帯も増える

中、さらにコロナ禍によって、孤独・孤立の問題が一層加速することが危惧された。

阪神淡路大震災の教訓からも、孤独・孤立の問題、孤立死への対応は必要であり、避

難者に対し積極的に支援していくことが大事であると考え、「避難者地域支援コーデ

ィネーター」を設置したのである。 

国立大学法人福島大学行政政策学類の鈴木典夫教授も、復興公営住宅の高齢化の進

み具合が早いことや阪神淡路大震災の教訓から「人と人との交流を起こしていくこと

が大切だ」と警鐘を鳴らすとともに、「おせっかいでもいいからもっと積極的に関わ

り、主体性を築いていく必要がある」1と避難者地域支援コーディネーターの活動に

期待を寄せる意見を述べられている。 

県社協と市町村社協では、避難者見守り活動を進めて行く中で、震災から１０年目

からの課題解決を図る検討過程において、避難者支援には個別支援（点の支援）の限

界があることに気づき、地域支援（面の支援）を車の両輪として支援していかないと、

避難者に寄り添ったいわゆる伴走型の支援はできないことに気づいた2。その方策と

して、避難者地域支援コーディネーターの設置によって、従来の生活支援相談員と連

携して支援し、「市町村社協間での活動の連携・協働での見守り支援」と「あらゆる

地域生活課題への対応と地域のつながりの再構築」を図り、地域として支援活動を行

っていくことを実践していく 

こととしたのである。 

これらのことから、令和３

年度から第２期復興・創生期

間がはじまるが、避難難者支

援においては、「地域共生社

会実現に向けた地域との連携

強化」を図りながら支援して

いく「第３のステージ」に入

ってきたともいえる。 

                         
1 「避難先『お茶会』が結ぶ絆」（福島民友（朝刊） 2022年７月 10日） 
2 全国社会福祉協議会 会長 村木厚子氏は、早稲田大学理事・法学学術院 菊池馨実教授との対談の中で、福

島県社協と市町村社協のこうした取組について、「困っている人が見えやすい被災者支援ですら、個別支援

だけではうまくいかなくて地域支援も組み合わせたと言うことです。地域共生社会をつくっていかないと人

は元気になれないことを示唆している」と述べている（「対談『地域共生社会』のビジョンからこれからの

社会福祉を展望する」『月間福祉 第 108巻第１号』（全社協 2025年１月 16頁）） 

【図表４】 
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  避難者地域支援コーディネーターの主な取組は、図表５のとおり大きく３つに区分で

きる。 

 まず第１に、図表５のＡのように、復興公営住宅の見守りを強化するために、「復

興公営住宅見守り連携会議」の開催などにより、社協間の連携を深めながら避難者支

援をしていく。 

  第２に、これまでも生活支援相談員が中心となって避難元社協、避難先社協の連携に

よって、避難者を中心に行ってきたところであるが、さらに地域住民、町内会、様々

な関係機関との連携のもと、Ｂに記載のとおり、「居場所づくり、サロン活動、地域

交流」を積極的に進め、交流の促進を図っていくものである。  

  第３に、Ｃの「復興公営住宅と立地地域との関係づくり」である。避難者支援コーデ

ィネーターが、団地内自治会、町内会、関係市町村社協、民生委員、児童委員などと

顔の見える関係をつくり、情報交換や課題共有をすることで、避難者に応じた課題解

決を図って行くものである。 

 

 

 

（６）個別支援（点の支援）と地域支援（面の支援） 

   個別支援（点の支援）と地域支援（面の支援）を図示すると次頁の図表６のとおり

である。前述のとおり、まず、生活支援相談員は、個別支援が中心となり、避難者地

域支援コーディネーターは地域支援を中心として、相互に情報共有し連携しながら避

難者を支援していくことになる。ただし、支援活動を「集める」「伝える」「思いを

知る」「場をつくる」「結びつける」「応援する」という項目で整理すると、生活支

援相談員も避難者地域支援コーディネーターも同じではあるが、相互の役割は相違す

るため、活動内容は自ずと違ってくる。 

例えば、情報収集である「集める」ということの場合、生活支援相談員は「見守り

支援による個人（住民）の生活課題を収集する」のに対し、避難者地域支援コーディ

ネーターは「地域の課題や資源に関する情報を収集する」ものである。避難者にとっ

てはどちらも貴重な情報であり、ゆえに、生活支援相談員と避難者地域支援コーディ

ネーターが情報共有を図り連携して支援するのである。 

また、６つの項目のうち、「集める」、「伝える」、「思いを知る」、「場をつく

【図表５】 
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る」ということは、生活支援相談員の主たるところである。避難者地域支援コーディ

ネーターは、「思いを知る」、「場をつくる」、「結びつける」、「応援する」とい

うことが主になる。ここで、共通の「思いを知る」「場をつくる」というところが、

より連携協力するということになり、サロンなどの交流事業や連携会議などは、とも

に協力して開催するということになる。 

 

 

 

（７）生活支援相談員・避難者地域支援コーディネーターと見守り相談支援世帯・対象

者（令和６年３月末日現在） 

  ① 生活支援相談員、避難者地域支援コーディネーター等の配置状況 

    ここで、令和６年(2024年)３月末日現在の生活支援相談員、避難者地域支援コー

ディネーター等の配置状況をみると、生活支援相談員数は、21 市町村社協に、生

活支援相談員 85人、主任生活支援員 13人、避難者地域支援コーディネーター31人

の合計 129人を配置している。 

    なお、21市町村社協の内訳は、次のとおりである。 

     福島市社協 二本松市社協 本宮市社協  川俣町社協   大玉村社協 

郡山市社協 三春町社協  白河市社協  会津若松市社協 南相馬市社協 

広野町社協 楢葉町社協  富岡町社協  川内村社協   大熊町社協 

双葉町社協 浪江町社協  葛尾村社協  新地町社協   飯舘村社協 

いわき市社協 

 

【図表６】 
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  ② 見守り相談支援世帯・対象者 

    次に、見守り相談支援対象世帯・対象者を住居別にみると、以下のとおりであり、

令和６年(2024年)３月末日現在で、20,111世帯、40,026人である。 

 

    ・仮設住宅                  ３世帯        ４人 

    ・借り上げ住宅              ３５９世帯      ５４３人 

    ・復興（災害）公営住宅      ４,３０４世帯    ６，６１３人 

    ・その他（住宅再建、帰還等）  １５,４４５世帯   ３２，８６６人 

       合  計         ２０,１１１世帯   ４０，０２６人 
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第２章 生活支援相談員及び避難者地域支援コーディネーターによる 

避難者支援のこれまでの成果と主な事例 

 

１ 生活支援相談員による成果と主な事例 

生活支援相談員による成果として、大きく４つの成果があげられる。 

成果（１）避難者同士のつながり、交流の輪、助け合いの輪の拡大 

成果（２）訪問等の緊急（救急）対応、心身の異変への早期対応 

成果（３）関係機関と連携した取組、早期の連絡・相談 

成果（４）避難者との信頼関係構築、たよりにされる関係づくり 

以下、主な事例も含めて詳述する。 

 

（１）避難者同士のつながり、交流の輪、助け合いの輪の拡大  

生活支援相談員の活動による成果の１つには、避難者同士のつながり、交流の輪、

助け合いの輪が拡大することにつながり、避難者間での心の支え合いや、避難者個人

の精神的安定、生きがいづくりに結びついたことである。これらのことから孤独・孤

立の防止にも一定の効果があったと思われる。 

  【主な事例】 

○ 夫が急死した女性が大変憔悴し、周囲が心配するほどだった。生活支援相談員が

訪問を続け、悲しみと不安の気持ちに寄り添い傾聴を重ねた。頃合いを見てサロン

への参加を促し続けてきた結果、サロンへ参加できた。そこには気心の知れた顔見

知りの地元の人があり、本人からは「サロンに来てよかった。次も来たい」という

声が聞かれた。サロンが精神的安定と参加者同士の心の支え合いになっている。 

○ 故郷（避難元）から離れて長いが、サロン活動を通して、同郷の避難者と再会し

会話することで、心の安定や生きがいにつながった。（同様事例多数） 

○ サロンへの参加を通して、顔見知り・なじみの関係が形成され、避難者同士が 

声を掛け合い、誘い合って参加する関係性ができた。（同様事例多数） 

○ 復興公営住宅には避難元・避難先の住民が混在しているが、市町村の垣根を超 

えたサロンを実施し、参加者同士の交流の輪が広がる。（同様事例多数） 

○ 新たなコミュニティが形成され、趣味・サークル、食事のおすそ分け、作業手 

伝いなどお互いに助け合う関係性ができた。（同様事例多数） 

 

（２）訪問等の緊急（救急）対応、心身の異変への早期対応 

 生活支援相談員の活動による成果の２つ目として、避難者宅を訪問した際に、命に

関わる緊急事態に遭遇し一命を取り留めたなどの救急対応や心身の異変へ気づくこと

で早期の問題解決につながったことなどがあげられる。また、訪問活動によって、金

銭面の問題や課題を把握し、安心した生活につなげていくことにも効果があった。 

  【主な事例】 

  ○ 訪問時応答がなかったため、管理室に確認後入室すると全裸でぐったりしている

本人を発見。消防へ通報し関係機関へも連絡後、救急搬送され一命は取り留めた。 

○ 訪問時、本人から体調不良の訴えがあり、受診勧奨したところ脳梗塞との診断。
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その後の経過観察中に、自宅で急変した際、登録された社協の携帯電話に連絡があ

り、直ちに通報し、救急搬送された。 

○ 訪問しても応答なく、管理室に連絡、警察立会いの下、入室すると浴槽の中で動

けなくなっていたため、生活支援相談員が救出し救急搬送しそのまま入院。一命は

取り留めたが、医師によると、もう少し遅ければ命は危なかったとのこと。 

○ 高齢者世帯（母 76歳、息子 53歳）を生活支援相談員が訪問すると、２日間食べ

ておらず、母は顔色が悪く起き上がれない状態だったため医師に往診依頼。診断は

脱水症状で、点滴により病状改善し、大事には至らなかった。 

○ 定期的な訪問活動により訪問先の異変に気付き医療機関につないだ。（同様事例

多数） 

○ 心身の問題や金銭面の課題を早期発見することができた。（同様事例多数） 

 

（３）関係機関と連携した取組、早期の連絡・相談 

生活支援相談員の活動による成果の３つ目として、関係機関との連携により、早期

に連絡・相談し合うことで、避難者がおかれた心身の問題や金銭面の問題・課題解決

を図り、安心した生活へつないでいくことができている点があげられる。 

  【主な事例】 

  ○ 身体的・精神的・金銭的虐待のケースで、命の危険もありうる事案だったが、村

役場、自立サポートセンター、医療機関と連携して解決に向けて対応した。金銭管

理も日常生活自立支援事業につないだ。 

○ 避難者のニーズを関係機関につないで、介護保険サービスの利用、さらに就労に

つなげることができた。このことが本人に安心感を与え、生活に潤い・気力が戻っ

た。 

○ 避難の期間が長く、高齢化が顕著なため、介護保険サービスのニーズが増加して

いる。町役場、地域包括支援センターと連携して要介護認定申請等の支援を行って

いる。（同様事例多数） 

○ 町民に関する情報等に応じて、各関係機関へスムーズに情報提供できる体制がで

きている。さらに、行政をはじめ、様々な関係機関等との横のつながりもできてい

る。（同様事例多数） 

○ 避難先民生児童委員との同行訪問により、地域からの見守りの目が増えた。 

 

（４）避難者との信頼関係構築、たよりにされる関係づくり 

生活支援相談員の活動による成果の４つ目として、避難者との信頼関係構築される

ことで、たよりにされる関係性ができ、孤独・孤立を防止し、安心した生活へつない

でいくことができていることがあげられる。 

  【主な事例】 

  ○ 避難元社協や行政とのつながりがほぼなかった方について、訪問を重ねることに

より、訪問時、対応してくれるようになり、その後、自分で団地内の住民と少しず

つ自分から関わりを持つようになってきた。 

○ 訪問活動を通して構築した信頼関係により、「一番身近な相談者」として認識さ
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れている。そのため、訪問に伺えなかった場合でも、避難者自ら生活面、身体面な

ど様々な話をしてくれたり、事務所に足を運んでくれる方も多く、生活支援相談員

が相談窓口としての機能も果たしている。 

○ 避難者から「避難生活が長くなったが、社協の生活支援相談員が避難直後から変

わらず来てくれて、話を聞いてくれて、大変な時も相談に乗ってくれて本当に助か

っている」という声や、「（生活支援相談員と）村（避難元）の話ができてうれし

い。今後もできれば続けて来て欲しい」との声が多数寄せられている。 

 

 

２ 避難者地域支援コーディネーターによる成果と主な事例 

避難者地域支援コーディネーターによる成果として、大きく５つあげられる。 

成果（１）集う場（サロン等）の取組による孤独・孤立の防止 

成果（２）見守り・支援ネットワークの仕組みづくり、見守り体制の強化 

成果（３）関係機関等との連携による支援の円滑化 

成果（４）地域や社会資源（※）の把握による支援の円滑化 

成果（５）サービスの創出、新たな取組への発展 

以下、主な事例も含めて詳述する。 

 

 

（１）集う場（サロン等）の取組による孤独・孤立の防止 

避難者地域支援コーディネーターの成果の１つ目として、サロン等の集う場を企画

する取組によって、避難者の生活意欲の向上を図るとともに、避難者に関する情報把

握や安否確認の機会となっていることがあげられる。こうした取組が、避難者の孤

独・孤立の防止につながっている。 

  【主な事例】 

○ 集会所開放が住民に認知されることで、住民同士の交流や相談の場として定着し

てきた。これを契機に、自主グループ（クラフト・カラオケ等）が立ち上がるなど

の事例もでてきて、住民が主体となった活動が行われている。 

○ 社協の企画するサロンへ地域住民の参加を促し、つながるきっかけの場を提供す

ることを継続してきたところ、徐々にではあるが、お互いの交流ができるようにな

った。 

○ 介護予防、趣味、お茶会などの様々な内容のサロンを実施することにより、初め

ての方でも参加しやすいよう、また、いつでも参加できるよう工夫をしながら、参

加者の固定化の防止につなげている。 

○ 毎月顔を合わせていくうちに団地内の困りごとや集会所でやりたいこと、自分の

町の話や震災当時の話など、心を開くようになってきている。 

○ 普段家から出ない人や個別訪問では会えない住民がサロンに参加することもあり、

安否確認や見守り支援に役立っている。 

 

 

（※）「社会資源」とは、社会福祉の支援過程で用いられる資源
を意味し、各種制度、サービス、人材、組織・団体、活
動、情報、拠点、ネットワークなどが挙げられる。 



16 

 

（２）見守り・支援ネットワークの仕組みづくり、見守り体制の強化 

避難者地域支援コーディネーターの成果の２つ目として、見守り・支援ネットワー

クの仕組みづくりを進めることで、見守り体制の強化を図るとともに、防犯・防災対

策、避難者と避難先とのつながりづくりにも役立っている点があげられる。 

  【主な事例】 

○ 復興公営住宅自治会の運営協力や避難先行政への顔つなぎをしたことにより、

季節行事や美化活動だけでなく、夜警や訪問活動を実施し、自主防災組織の立ち

上げにもつながった。 

○ 令和元年豪雨災害で浸水被害を受けたことをきっかけに、防災ネットワークづ

くりの一環として、避難先行政区との復興公営住宅との合同避難訓練を実施する

ことにつながった。その結果、普段、就労等でサロンに参加しないような若い世

代の避難者も参加しつながりができた。 

○ 避難先市内の全地域包括支援センターへの事業説明等で協力を促した結果、地

域包括支援センターで把握した避難者の情報により、サロン参加や見守りへとつ

ながった。 

○ 避難先で実施している交流サロンに、最初は避難者支援コーディネーターが同

行する形で避難者が参加するが、その参加によって、避難先の地域住民の皆さん

との交流が生まれるきっかけにもなり、また、その地区の民生委員等にもつなぎ

ができている。さらには、比較的若い避難者がボランティアとしてサロンに参加

するなど、より良い交流や地域への定着の場となっている。 

 

（３）関係機関等との連携による支援の円滑化 

避難者地域支援コーディネーターの成果の３つ目として、民生委員をはじめ、町内

会や専門の関係機関等との連携により情報共有が図られ円滑な支援に結びついている

ことがあげられる。その結果、地域の住民とのつながりも深まってきている。 

  【主な事例】 

○ 避難先の行政機関と連携し、避難先行政区の敬老会へ避難者も参加できるように

なった。 

○ 避難先の行政区自治会と復興公営団地の自治会役員が一緒に夏祭りを企画するこ

とで、住民同志がお互いに関りを持つことができた。 

○ 復興公営住宅が立地している民生児童委員協議会の定例会に出席し、避難者支援

の現状について説明することで、民生委員と地域に暮らす避難者の現状等の情報共

有が図られた。 

○ 避難元自治体の民生委員にサロンに継続的に参加してもらうことで、避難生活に

おいて心配な状況にある避難者の情報共有ができた。 

○ 復興公営住宅の入居者は、避難元自治体がバラバラであり、同じ避難者であって

も入居者同士が対立してしまうことも多かった。各市町村社協が実施する事業にも

「他市町村は参加できない」といった風潮が見られた。そのため、避難元・避難先

社協が協力し、合同で事業を実施することで、少しずつ市町村の壁を越えた住民同

士の交流を持つことができた。 
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（４）地域や社会資源の把握による支援の円滑化 

   避難者地域支援コーディネーターの成果の４つ目として、地域の状況や地域にある

社会資源を把握することによって、支援機関の「見える化」を図ることや、平時から

の災害に備えた自主防災組織などの体制づくりなど、避難者への情報提供によって支

援の円滑化が図られていることがあげられる。 

  【主な事例】 

 ○ 復興公営住宅に自主防災組織が立ち上がり、県行政と協力して地域の危険個所

や避難方法の周知を図った。また、他地域の自主防災組織や地区消防団とのつなが

りができた。 

○ 避難先社協等の協力のもと、地域の特色、社会資源について一覧を作成し、支 

援機関の「見える化」を図った。住所地が違っていても利用できるもの、地域の避

難場所などを記載し避難元社協にも配布し情報共有している。また介護サービス事

業所、シルバー人材センター、介護予防事業、地域の交流サロンを確認しているこ

とから、必要に応じて住民をつなぐこともできた。 

○ 復興公営住宅集会所において復興公営住宅の住民を対象に、防犯教室、防災対策 

の炊き出し訓練等を実施したところ、避難先の社協の協力のもと、赤十字奉仕団、

警察署、地元自治会などとの連携・協力が図れた。 

○ 避難先地区協議会や避難先行政区長と連携することにより、地区の情報収集が 

可能となり、復興公営団地住民への周知ができている。 

○ ケア会議やミニケア会議への出席や市地域包括支援センターの生活支援コーデ 

ィネーターと連携することで避難先市内の社会資源やイベントの把握を行った。そ

れにより、地域と復興公営住宅入居者をつなぐイベントを開催することができた。 

 

（５）サービスの創出、新たな取組への発展 

   避難者地域支援コーディネーターの成果の５つ目として、避難者の生活支援として、

移動支援や買い物支援などの日常生活支援サービスの創出、デジタルを活用した情報

提供や安否確認などの新たな取組への発展などがあげられる。 

  【主な事例】 

○ 移動販売、買い物ツアー等により外出や住民同士の交流の機会を作り、買い物 

と併せ「ひきこもり」の防止に役立っている。 

○ 避難先での移動手段の課題があり、避難先社協の仕組みを取り入れ、要綱を整 

備し、外出支援の仕組みを構築できた。 

○ 避難先社協の配食サービスを避難先社協の協力のもと、避難者も活用できるよ 

うにした。 

○ 電話や面談に抵抗のある方や平日留守の方、若年層を主なターゲットとして、個

人へのダイレクトな情報提供につなげることを目的に、避難者支援の公式 LINE を

立ち上げた。その結果、今まで自分は対象外だと思っていた支援対象者とのつなが

りを持つことができた。さらに、直接話をすることが難しかった避難者とも LINE

を通じて安否確認ができるようになった。 
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第３章 避難者支援の現状と課題を踏まえた避難者支援の今後の展開 

～ 令和５年度復興公営住宅入居者実態調査結果と社協連携避難者支援センター ～ 

 

前章でみたように、令和３年度からの第２期復興・創生期間における避難者支援は、

引き続き複雑多様化する生活課題を抱えた被災者に対する個別支援（点の支援）と新たな

地域でのつながりの再構築を図る地域支援（面の支援）を車の両輪として支援していくこ

とが必要となってきている。そこで、従来の生活支援相談員に加え、令和４年度から「避

難者地域支援コーディネーター」を新たに設置し、避難者が現時点での居住地の地域社会

の中で安心した生活が送られるよう避難者支援の充実を図ってきているところである。 

こうした中、復興公営住宅においては、避難元自治体が異なる住民が混在して生活し

ていることから生活文化の違いや、復興公営住宅を「終の棲家」と考えている避難者と再

建までの仮住まいと考える者との間でのコミュニティでの温度差、復興公営住宅とその立

地地域との関係性の希薄さ、入居者における単身高齢者世帯の増加など、多様で複雑な問

題をかかえていた。 

これらの復興公営住宅での問題や課題は、復興公営住宅に限ったことではなく、避難

生活が長期化する上で共通の問題や課題も多い。 

そこで、県社協では、復興公営住宅72団地の全て（図表７参照）において、全4,767戸

を対象に調査することによって、避難者の置かれている現状を把握し、今後の避難者支 

 

 

 

 

【図表７】 
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援の方策を検討することとし、令和６年３月に報告書としてとりまとめた1。 

調査方法は、避難元先社協の生活支援相談員によるアセスメント票記入と、避難者地

域支援コーディネーターによる調整集約によって行われ、回収率は 100％である。なお、

当該調査は県社協地域福祉アドバイザーの東北福祉大学森明人准教授、調査研究アドバイ

ザーの東北福祉大学佐藤英仁准教授（当時）の協力を得て行った。 

 

１ 令和５年度復興公営住宅入居者実態調査結果からみえる避難者の現状 

  調査の結果から大きく４つの特徴がうかがえた。 

（１）世帯の状況 → 復興公営住宅進む「単身化」「高齢化」 

  まず、世帯の状況からみていくこととする。

震災から 13年目ともなると、震災当時 50代の

方は 60代、60代の方は 70代になっている。避

難生活の長期化は、家族の状況や自分自身の

就労状況等が大きく変わってきている。 

 今回の調査で、復興公営住宅では、単身化と

高齢化が著しいということがいえる。 

 図表８で世帯構成をみると、単身世帯が

42.9％を占め、その内訳は図表９のとおり女性

が多い。さらにその年齢は、図表 10 のとお

り、70 歳以上で 52％、60 歳以上だと実に

72.3％と極めて高い高齢化がみられる。 

 一方、図表 11 で複数の場合の家族形態をみ

ると、高齢者のみの家族も 25.6％、高齢者の親

とその単身の子どもの世帯が 16.2％でり、単身

者予備軍ともいえる世帯が 41.8％もある。さら

に 18 歳未満の子供をかかえた一人親世帯も

12.3％と福祉的ニーズの高い状況が伺える。 

 

                         
1『令和５年度福島県復興公営住宅入居者実態調査研究事業報告書－希望を分かち合うコミュニティ形

成に向けて－』（2024年３月 社会福祉法人福島県社会福祉協議会） 

報告書は以下のアドレスからダウンロード可(14,868KB。) 

   http://pref-f-svc.org/wp-content/uploads/2024/03/72be31341ec52aa0ee4308ef2c3352be.pdf 

 

【図表８：世帯構成】 

【図表９：単身の性別】 

【図表 11：複数の場合の家族形態】 

【図表 10：単身の年齢】 

http://pref-f-svc.org/wp-content/uploads/2024/03/72be31341ec52aa0ee4308ef2c3352be.pdf
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（２）日常生活と心身の状況 

→ 心のケア対策やそのサポート体制の充実が必要 

次に、日常生活と心身の健康をみてい

く。 

福祉・医療サービスの利用状況につい

て図表 12 をみると、福祉・医療サービ

スを利用せずに日常生活を送れない方が、

31.4％おり、その内訳をみると８割が単

身者という現状にある。 

復興公営住宅の居住者の約３割が、福

祉・医療サービスが不可欠な状況にあり、

中でも高齢の単身世帯の不安がうかがえ

る。 

図表 13 をみると、日常生活に支障が

出るほどのストレスを抱えている方は

7.8％ではあるが、その内訳をみると８

割の方が単身世帯である。 

 図表 14 の「気分の落ち込みや生活意

欲の衰えがある」という項目において

も、7.0％が「ある」と答え、その内訳

の 85.4％の方が単身者という結果にな

っている。 

   図表 15 の「東日本大震災を原因とする大きな悲しみ、喪失感、不眠、自殺念慮等

がある」という項目でも、3.4％の方が「ある」と回答し、その内訳をみると 75.8％

が単身者である。 

   このようにみてくると、復興公営住宅の入居者に対する心のケアができるサポート

体制の充実が求められるといえる。特に、更なる避難の長期化に伴い、高齢者の単身

世帯が増加することが見込まれるため、日常生活に支障がでるほどのストレスを抱え

たり、気分の落ち込みや生活意欲の衰えを感じたりなど、何らかの心理的不安がある

方々が増えていく傾向があると考えられ、心のケア対策やとそのサポート体制の充実

が必要になってくると考えられる。 

 

【図表 12：福祉・医療サービスを利用せずに 
日常生活を送ることができる】 

【図表 13：日常生活に支障が出るほどの 
ストレスがある】 

【図表 14：気分の落ち込みや 
生活意欲の衰えがある】 

【図表 15：東日本大震災を原因とする大きな悲しみ、 
喪失感、不眠、自殺念慮等がある】 
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（３）生計の状況 

→ 半数近くが就労収入がなく、そのうち７割が単身世帯であり、就労収入以

外の収入のほとんどが年金と貯蓄 

 次に、生計の状況をみていく。 

まず、図表 16 で就労収入の状況をみ    

ると就労収入が「ない」と回答した方

が、47.5％と約半数を占め、その内訳も

単身世帯が 72.7％と７割を超えている。 

また、図表 17 で、就労以外の収入の問

いに対して、「ない」は5.1％で、その内

訳として単身世帯が 72.5％となってい

る。 

さらに、図表 18 で就労以外の収入の内容をみると、「老齢年金」が 69.4％で最も

多く、次いで「貯蓄」が 40.2％で、老齢年金と貯蓄に頼っているという実態も浮き彫

りになった。 

 

 

 

（４）社会的な関わり 

    → 生活支援相談員の訪問を拒絶している世帯が一定数存在している実態から 

「孤立」の可能性を秘めていることに注意する必要がある。 

 次に、社会的な関わりについてみて

いく。 

   図表 19 の「世帯員の中に近隣住民と

関わりのない人がいる」という問いに対

して「ある」は 6.1％で、その内訳は、

単身者が 74.8％である。 

   図表 20 の「１～２週間の間に、近隣

住民、親族、友人、知人、趣味の仲間の

【図表 16：就労収入がある】 

【図表 17：就労以外の収入がある】 【図表 18：就労以外の収入内容】 

【図表 19：世帯員の中に近隣住民と 
関わりのない人がいる】 
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訪問や交流がある」という問いに対して、

「ない」が 2.2％で、その内訳は、単身

が 75.0％となっている。 

 ここで、復興公営住宅において、生活

支援相談員が訪問できた世帯の入居者の

ほとんどは、住民同士が協力し合える関

係が構築できているといえる。 

 しかし、「不明」に属する生活支援相

談員の訪問を拒絶している世帯が一定数

存在していることは、孤立の可能性を秘

めているともいえ、注意が必要である。 

 

  今回の調査の成果を一言で言えば、高齢化の進展に加え、単身化の問題が顕著になる

とともに、孤独・孤立の問題が非常に課題であることが数字で捉えることができたこ

とにあるといえよう。 

 

２ 県社協地域福祉アドバイザー及び調査研究アドバイザーによる考察 

当該調査は、県社協地域福祉アドバイザーの東北福祉大学森明人准教授と調査研究

アドバイザーの東北福祉大学佐藤英仁准教授（当時）の協力を得て行った。両氏から

それぞれ意見をいただいた。詳細は、『令和５年度福島県復興公営住宅入居者実態調

査研究事業報告書－希望を分かち合うコミュニティ形成に向けて－』の 13～18 頁を参

照していただきたい。 

ここでは、概要を箇条書きで整理する。 

 

（１）東北福祉大学 総合マネジメント学部 森 明人 准教授 

～希望を分かち合うコミュニティ形成に向けて～ 

① 個性の生活支援課題をめぐる課題 ⇒ ジェンダーの視点からの検討が必要 

     男性：男性の高齢者というだけで地域での関係性の構築困難が伴い孤立のリス

クが高まる 

     女性：買い物に伴う荷物の移動であったり、近隣の移動が課題などのジェンダ

ー的な特徴 

② 単身化・単身世帯の増加にともなうニーズへの対応 

    単身化が進む今後は、単身高齢者の入院や施設入所、緊急時の身元補償等に関し

て、その手続き・方法や日常の金銭管理を含めた財産管理にも見通しをつけておく

必要がある。 

    介護予防には、生きがいや社会参加の視点も加味してデザインしていく支援活動

が求められる。 

③ 心のケアの必要性とサポート体制の充実 

   ⇒ 専門家の関与も含め実体に応じたサポート体制の構築が必要 

 

【図表20：1～2週間の間に、近隣住民、親族、
友人、知人、趣味の仲間の訪問
や交流がある】 
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④ 制度福祉サービスを補完するソーシャルサポート体制 

    自治会活動や復興公営住宅内の身近な関係性に着目して、日頃の声かけなど、気

に掛け合う関係性の構築が鍵。機能的なサポート、情緒的なサポート、手段的サポ

ートと分けて考え、必要な支援を「見える化」することも必要。 

⑤ 復興公営住宅のビジョンとプランづくり 

    復興公営住宅での生活の質を上げるために、ソーシャルサポートの形成をコミュ

ニティづくりとして進めていくことは、今後避難者生活支援・相談センターが取り

組むべき大きな役割になるので、コミュニティ形成に向けた復興公営住宅のビジョ

ンとプランづくりが必要。 

 

（２）東北福祉大学 総合福祉学部 佐藤英仁 准教授 

～復興公営住宅入居者の特徴と問題点～ 

① 復興公営住宅の居住者は単身者が多く、高齢化が進んでいるといえる。そのた 

   め、単身者および高齢者の対策が優先的に求められる。 

② 近所付き合いの現状と問題点 

   ○ 生活支援相談員が訪問できた世帯の入居者のほとんどが近所の住民同士が協力

し合える環境が構築できていることがうかがえる。 

   ○ 一方、生活支援相談員の訪問を拒否している世帯が一定数存在し、その世帯が

近所付き合いを拒絶し、孤独となっている可能性がある。 

   ○ 復興公営住宅の入居者は一人暮らしの高齢者が多いことから、近所との交流を

拒否し行政や社会福祉協議会等の支援も拒否してるとなると適切な医療や福祉が

提供できず、孤独死のリスクすらあるといえ、訪問拒否の世帯へどのように働き

かけていくのかが今後の大きな課題。 

 

 

３ 避難者支援の今後の展開 

  令和５年度復興公営住宅入居者実態調査結果を踏まえて現状を見てきた。特に、「単

身化」「高齢化」「孤独・孤立」などを要因とする生活課題が、避難の長期化に伴い

複雑・多様化してきている実態が浮き彫りになった。 

  避難者支援の今後の展開を考察するにあたり、まず、「今後の避難者支援を進めるに

あたっての必要な視点」を整理し、今後の継続展開について整理したい。 

 

（１）今後の避難者支援を進めるにあたっての必要な視点 

① これまでの「避難者支援からみえてきた課題」 

   ○ 8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー等世帯の抱える複合課題 

   ○ 自ら相談に行くことができない方、ひきこもりなどの社会的孤立への対応 

   ○ 高齢化に伴う健康状態の悪化、介護 

   ○ 全く訪問に応じない方（訪問拒否者）への対応 

   ○ 困窮など経済問題を抱える世帯への対応 

   ○ 避難元と避難先社協、関係機関・団体との情報共有と連携 
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   ○ 避難先、帰還後の地域住民とのコミュニティづくり  etc. 

 

② 「令和５年度復興公営住宅入居者実態調査」で明確になった課題への対応 

   ○ 単身化、高齢化、孤独・孤立などを要因とする生活課題が、避難の長期化に伴

い複雑・多様化してきていることへの対応。 

   ○ 避難者の家族や復興公営住宅内自治会、入居住民同士や地域住民などのつなが

りのみでは「課題の解消」はできたとしても「課題の解決」は困難であることか

ら更なる支援方策の検討と実施が必要であること。 

   

  ③ これまでの支援の成果や事例の拡充と、それらの他地域への横展開 

   ○ 第２章にまとめた成果や事例は、まだいくつかの地域や復興公営住宅において

出てきたものである。これらの成果を他地域へ拡大していくなど、すべての復興

公営住宅や自宅再建等の避難者の課題解決に向けて継続して支援していく必要が

ある。 

   ○ 避難者地域支援コーディネーターは、避難先地域と避難者との間に立ち、良好   

    な関係構築等に取り組んでいるが、各市町村社協への本格的な配置が令和４年度

からであり、その活動がようやく軌道に乗ってきたところであるため、更なる取

組の強化が必要。 

 

④ 当初避難した約 16 万５千人のうちの４分の１にあたる約４万人が未だに支援対

象者である現実をしっかりと受け止めた避難者支援が必要 

   ○ 単身化、高齢化、孤独・孤立などを要因とする生活課題は、避難の長期化によ

る時間の経過とともに、一層増加し、「孤独・孤立死の増加」などの社会問題が

深刻化することが懸念される。 

   ○ 「点（個別）」の支援と「面（地域）」の支援を継続的に両輪で実施していけ

る仕組みの構築が必要。 

 

（２）今後の避難者支援の継続展開に向けて 

     上記（１）の認識に立って、県社協と市町村社協は、対応すべき課題解決には時機

を逸することなく対応してきた。 

     特に避難の長期化に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、大きな危機

であった。 

そのため、令和５年度に「復興公営住宅入居者実態調査」によって現状把握や今後

の検討を進めることと併行して、避難元にとらわれない広域的な避難者支援を社協の

連携によって展開してきた。それが令和５年４月に開設した「社協連携避難者支援セ

ンターいわき」である。 

また、今後の対応は、本報告書をまとめるべく令和６年度に関係する県社協と 21

市町村社協で協議してまとめることとしているが、令和５年度に行った「復興公営住

宅入居者実態調査」を踏まえながら、令和６年度には３つの重点事業を展開している。 

ここでは、まず、先行して実施した令和５年４月の「社協連携避難者支援センター
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いわき」について説明する。 

次に、令和６年度に先行して行っている重点３事業について説明する。 

最後に、令和６年度の「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」を

進めて行く上での考え方として整理した「今後の避難者支援の継続展開」について説

明することとしたい。 

 

  ① 社協連携避難者支援センターいわき 

   ア 設置年月日：令和５年４月１日 

イ 連携社協 

大熊町社協  双葉町社協  浪江町社協  富岡町社協  楢葉町社協 

いわき市社協 福島県社協 

   ウ 対象となる避難者数：10,852人      

  エ 主な業務 

    ○週３回 

    ○いわき市内復興公営住宅(約 2,400人入居）の現状把握と支援方針作成 

    ○避難の状況や課題の共有 

    ○高齢者の見守り 

    ○関係団体や地区協議会、避難元・先の民生児童委員との情報交換 

    ○避難者の定期的な居場所づくりなどを実施。 

    ○将来的には復興公営住宅の立地する団地外の避難者支援などにつなげていく。 

 

    ② 令和６年度の重点３事業 

令和６年度は、上記のとおり令和５年度に行った「復興公営住宅入居者実態調査」

を踏まえながら、先行して３つの重点事業を展開している。 

 

   ○重点１：「人･地域・結ぶ」事業展開 

（令和５年度の調査結果を活かした支援策の実施） 

１）交流の場創出（集会所利活用・移動販売等) 

２）第２の居場所づくり（住まい以外の場づくり) 

３）サロン活動活性化 （フレイル予防・お出かけお買い物等) 

４）団地支え合いＭＡＰづくり （社会資源再発見) 

５）ＳＮＳ（スマホ・LINE等）つながりづくり  

６）人・地域懇談会等 （相互理解） 

 

○重点２ ：避難者地域支援コーディネーター・生活支援相談員と民生委員の連携 

      ⇒ 孤独・孤立防止訪問相談、見守り連携強化 

 

○重点３ ：社協間連携による広域避難者支援の更なる展開 

       ・令和５年４月の「社協連携避難者支援センターいわき」開設に続き、県内 2か

所目となる「社協連携避難者支援センター郡山」を令和６年４月に開設 
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       ・ 「社協連携避難者支援センター郡山」の概要 

      ア 設置年月日：令和６年４月１日 

イ 連携社協 

大熊町社協 双葉町社協 富岡町社協 郡山市社協 福島県社協 

※ 浪江町社協と葛尾村社協とも月例会議を開き情報共有 

ウ 対象となる避難者数：5,635人(令和６年９月９日現在)      

      エ 主な業務 

       ○避難先社協の郡山市社協の生活支援相談員６人、避難者地域支援コーデ

ィネーター４人を配置 

○避難元の双葉町・大熊町・富岡町の各社協の生活支援相談員も週 2回程

度支援センターに勤務 

       ○郡山市内復興公営住宅の現状把握と支援方針作成 

       ○避難の状況や課題の共有 

       ○高齢者の見守り 

       ○関係団体や地区協議会、避難元・先の民生児童委員との情報交換 

       ○避難者の定期的な居場所づくりなどを実施。 

       ○避難元に関わらない 「丸ごとの支援活動 」の確実な実行 

                 ※丸ごとの支援活動＝相談・支援・見守り・居場所づくり・避難

先地域とのつながり等 

【図表 21】 各社協連携避難者支援センターの状況 

名   称 
社協連携避難者支援センター 

郡山 

社協連携避難者支援センター 

いわき 

設置年月日 令和６年４月１日 令和５年４月１日 

生活支援相談員 

郡山市社協   6人 

双葉町社協   2人 

大熊町社協   3人 

富岡町社協   2人 

合 計    13人 

 

避難者地域支援 

コーディネーター 

郡山市社協   4人 

双葉町社協   0人 

大熊町社協   0人 

富岡町社協   0人 

合 計    4人 

いわき市社協  2人 

浪江町社協   1人 

双葉町社協   1人 

大熊町社協   1人 

富岡町社協   1人 

楢葉町社協   1人 

合 計    7人 

支援対象者 

(令和6年9月9日現在) 

双葉町    959人 

大熊町   1,052人 

富岡町   1,922人 

浪江町    1,428人 

葛尾村    216人 

楢葉町     15人 

南相馬市     14人 

広野町     3人 

その他     26人 

合計    5,635人 

双葉町   2,059人 

大熊町   4,401人 

富岡町   3,689人 

浪江町     413人 

葛尾村     20人 

楢葉町    191人 

南相馬市      1人 

広野町     59人 

その他     19人 

合計   10,852人 
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③ 今後の避難者支援の継続展開に向けて 

  これまでの検討の中で、県社協と市町村社協の避難者見守り活動において、震 

災から 10 年目からの課題解決を図る検討過程で、県社協と市町村社協は、個別支

援（点の支援）の限界に気づき、地域支援（面の支援）を車の両輪として支援して

いかないと、避難者に寄り添ったいわゆる伴走型の支援はできないことに気づいた

ことは重要である。この個別支援（点の支援）と地域支援（面の支援）を担う生活

支援相談員と避難者地域支援コーディネーターは、それぞれの役割を明確にして今

後も継続していくべきである。 

  また、令和５年度復興公営住宅入居者実態調査結果を踏まえ、特に、単身化、高

齢化、孤独・孤立などを要因とする生活課題が、避難の長期化に伴い複雑・多様化

してきている実態に対応するためには、避難元にかかわらないで対応する社協連携

による広域的な支援が必要であり、実効性も高いことが、いわき市と郡山市で先行

した「社協連携避難者支援センター」の活動により確証を得ている。ついては、こ

の「社協連携避難者支援センター」を他の地域に拡大し、各生活圏における避難者

支援の中核的センターとして機能させることが重要である。 

こうした考え方に基づいて以下整理する。 

 

ア 市町村社協間の連携・協働の更なる推進 

○ 広域的な支援、避難元に関わらない「丸ごとの支援」 

 → 県内各地に点在する避難者や、避難元が異なる住民が混在する復興公営団

地に対する支援の工夫が必要。 

   １）「社協連携避難者支援センター」の他地域への拡大 

  ２）市町村社協間や関係機関・団体との連携・協働の取組の推進 

  ３）復興公営団地ごとの課題に対するピンポイントの支援策の実施 

イ 個別支援（生活支援相談員）の継続  

（ア）単身化、孤独・孤立への対応 

適切な福祉サービスへの迅速なつなぎ、孤独死の防止等、命を守るための見 

守り活動が継続的に必要。  

１）訪問を拒否する避難者等に対し、どのように働きかけていくか検討す 

るとともに、個別訪問を強化 

  ２）避難者同士の交流の輪を広げるサロン等交流の場への参加者増 

  ３）単身生活に伴う金銭管理、緊急時の身元保証、介護予防等の生活課題を

明確にし、対応するための個別訪問の強化 

（イ）高齢化への対応 

  今後も避難の継続を余儀なくされる中、個々の事情に応じた「伴走型」の支

援活動が必要。  

  １）高齢化に伴う心身の状況変化や家族構成等の変化に対応した柔軟な個別

訪問の実施 

  ２）高齢化に伴う認知症・フレイル予防等への対応強化 

（ウ）心のケアへの対応強化 
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ウ 地域支援（避難者地域支援コーディネーター）の継続 

○ 関係機関との連携やニーズに応じた取組の継続 

   関係構築や地域づくり、仕組みづくりは長期的な取組が必要 

１）復興公営住宅自治会と立地地域自治会とのつながりづくりの強化 

   ２）避難先住民や地域担当民生委員による復興公営住宅避難者の見守り体制

づくり 

   ３）孤独・孤立防止対策につながるサロン等交流の場への参加支援強化 

   ４）避難元・避難先民生委員の連携による訪問相談支援の仕組みづくり 

   ５）スマホ等ＩＣＴを活用した見守り・情報提供等の仕組みづくり 

   ６）高齢化に伴う生活課題（買い物・通院）に対する移動販売や移動支援等

に関する課題解決促進 

   ７）災害時、生活困窮、急病等に対応できる地域や専門機関等と連携した安

心・安全対策の強化  
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第４章 「第２期復興・創生期間」以降の避難者支援について(事業方針) 

 

福島県社協及び市町村社協においては、令和６年５月に「社会福祉協議会における避

難者支援に関する検討会議」（以下「検討会議」という。）を設置し、令和７年度までと

されている「福島県避難者見守り活動支援事業 (被災者見守り・相談支援事業)」につい

て、令和８年度以降、すなわち「第２期復興・創生期間」以降も継続実施していくための

検討を進めてきた。ここに、検討結果に基づき、「第２期復興・創生期間」以降の避難者

支援について、福島県社協及び市町村社協の考え方として「事業方針」を示すこととする。 

まず、検討会議では、第１章から第３章としてまとめたように、当該避難者見守り活

動支援事業のこれまでの取組を検証した。発災から 14 年が経過しようとしている今にお

いても、避難した 16 万５千人の実に４分の１にあたる約４万人の避難者が、何らかの福

祉的サービスが必要とされる「支援対象者」であるという深刻な状況が続いていることに

ついて、様々な角度から現状分析と課題を再整理したところである。 

現在、避難者は避難先自治体の復興公営住宅や再建した自宅等において、「ふるさと」

を離れ、家族、友人、地域住民と離ればなれになりながらも生活している。避難の広域化

と長期化に伴う家族の分断や高齢化の進展、健康状況の変化、心の問題など、避難者を取

り巻く課題は多様化、複雑化しているのが現状である。 

また、令和５年度に実施した「令和５年度福島県復興公営住宅入居者実態調査」の調

査結果によると、避難者の高齢化に加え、単身化が進行しているうえ、新たに孤独・孤立、

生活困窮、心身の悩み等、様々な生活課題が顕在化していることが判明した。 

そのため、避難者が今後とも安全で安心できる生活を送るためには、避難者の様々な

ニーズに対応した「伴走型支援」による取組を継続していくことがますます高まっている

といえる。 

福島県社協及び市町村社協は、発災後から４か月を過ぎた平成 23 年８月頃から「生活

支援相談員」を配置し、避難生活を余儀なくされたことに伴う様々な生活課題を抱えた避

難者に対する「個別支援」を実施してきた。加えて、令和４年度から「避難者地域支援コ

ーディネーター」も配置し、地域コミュニティでのつながりづくりなどの「地域支援」も

実施してきた。これら個別支援と地域支援を「車の両輪」とした総合的な「伴走型」の避

難者支援の取組を継続しながら、避難先の地域はもとより、帰還後の地域においても地域

共生社会を実現していくことが重要である。 

さらに、徐々に帰還が進むと避難元社協においては、避難先と避難元双方での住民の

課題があり、それぞれの課題解決に向けた対応が増えていくことが予想され、少ない人員

の中での対応に苦慮することにもつながりかねない。加えて、今後さらに避難の長期化が

進めば進むほど、必要となる支援の内容は増えるとともに、支援対象者も増えるか横ばい

程度となると見込まれる。そうした中、令和５年４月の「社協連携避難者支援センターい

わき」の開所に続き、令和６年４月に開所した「社協連携避難者支援センター郡山」の取

組は、避難元社協と避難先社協の連携・協働を強固なものとし、避難元にこだわらない

「丸ごとの支援活動」を実施しながら、総合的な避難者支援をしていくうえで、モデルと

なる取組である。今後の避難者支援の仕組みとしては、「社協連携避難者支援センター」

などの避難元・避難先の連携・協働体制を核として、個別支援と地域支援を車の両輪とし
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て、避難者の見守りとコミュニティづくりを強化していくものとする。 

一方、国では、「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基

本方針の変更を令和６年３月 19 日に閣議決定した。変更後の基本方針において、「福島

の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、第２期復興・創生期間以降も引き続き国

が前面に立って取り組む」1方針を示している。また、「第２期復興・創生期間」(令和３

～７年度) 以降は、「令和３年度からの当面 10 年間、復興のステージが進むにつれて生

じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取

組を行う」2 方針も示された。さらに、被災者支援として、「避難生活の長期化等に伴い

個別化・複雑化した課題を抱える被災者に対して、引き続き、事業の進捗に応じたきめ細

かい支援を行う」3ことも明記されている。加えて、財源についても「必要な復興事業の

実施に支障を来すことがないよう、財源を確保する」4と言及している。 

したがって、県社協及び各市町村社協としては、「第２期復興・創生期間」以降にお

いても引き続き「福島県避難者見守り活動支援事業 (被災者見守り・相談支援事業)」を

推進し、避難者支援を継続して実施していけるよう、 国・県に対する要望を続けていく

こととする。 

今後は、以下に掲げる事業方針をもって、 本事業を推進するものとする。 

 

 

１ 事業期間 

令和８年度以降も継続実施するものとする。 

当面、「第２期復興・創生期間」以降、令和８～12 年度の５年間が事業実施期間と想

定されるものの、支援対象者（避難者）の置かれた状況や支援の必要性等を十分に踏

まえながら、次期期間における事業延長について考慮していくものとする。 

 

 

２ 避難者支援のあるべき体制について 

本事業の基本方針として、地域共生社会の理念の下、生活支援相談員活動の個別支

援を基本とする中で、避難者が現在居住する地域社会の中で安心した生活が送ること

ができるよう令和４年度から避難者地域支援コーディネーターを配置し、地域支援の

充実を図っているところである。今後、避難先自治体での避難生活が長期化するとと

もに、避難元自治体への帰還も進むと、さらなる避難元・避難先社協の連携・協働し

た取組が必要となっている。 

そのため、「広域的避難者支援モデル事業」として、「社協連携避難者支援センタ

ーをこれまで設置してきたいわき市、郡山市以外の地域にも設置し、避難元自治体の

枠を越えた「丸ごとの支援活動」を今後も展開していく。ここで、現在の葛尾村社協

                         
1 「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針（令和６年３月 19日 閣議決

定 ６頁） 
2 前掲１   6頁 
3 前掲１ 11頁 
4 前掲１ 22頁 
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と三春町社協や飯舘村社協と川俣町社協のように、連携・協働体制が完成された形で

構築されてきている仕組みがあるところでは、それを継続しながら状況に応じて進化

していくことが望まれる。 

したがって、前述のとおり、今後の避難者支援のしくみとしては、「社協連携避難

者支援センター」などの避難元・避難先の連携・協働体制を核として、個別支援と地

域支援を車の両輪として、避難者の見守りとコミュニティづくりを強化していくもの

とする。 

さらに、各地区で推進されてきた避難元・避難先社協間の連携・協働も更なる充実

を図るとともに、民生委員・児童委員と連携・協働した支援活動を推進する。 

 

（１）避難元・先社協の連携・協働のもと避難者支援を推進する体制について 

《「社協連携避難者支援センター」による取組》 

   ① 令和５年４月に発足した「社協連携避難者支援センターいわき」、令和６年４

月に発足した「社協連携避難者支援センター郡山」の取組は、「第２期復興・創

生期間」後の避難元・避難先社協の連携による「広域避難者支援モデル事業」と

の位置付け。 

   ② 「いわき」は、避難者地域支援コーディネーターが連携した取組、「郡山」は、

生活支援相談員が連携した取組、との違いはあるものの、それぞれ、避難元自治

体の枠を越えた「丸ごとの支援活動」（相談・支援・見守り・居場所づくり・避

難先地域とのつながりづくり等）」を展開している。 

   ③ 「いわき」「郡山」、それぞれ避難元・先社協連携による実績を重ねる中で連

携・協働の成果が表れており、この成果を他の地区（特に、復興公営住宅が多く

立地し、多くの避難者が暮らす都市部）にも、今後展開していくことが必要とな

っている。 

  《避難元・先社協のさらなる連携・協働による取組》 

   ④  「社協連携避難者支援センター」が設置されている都市部以外の地区において

は、避難者地域支援コーディネーター・生活支援相談員による連絡会議、復興公

営住宅見守り連携会議等において、活動方針等を明確化しながら、避難元・避難

先社協のさらなる連携・協働を推進する。 

 

（２）各市町村の民生委員・児童委員との連携・協働について 

   ① 避難元・避難先社協連携による見守り・支援活動に加え、避難元・避難先の民

生委員・児童委員との連携・協働により、避難者見守り・支援活動を推進する。 

   ② 避難元・避難先「民生児童委員協議会」と避難元・避難先「社会福祉協議会」

による情報交換会を各地区において開催するなどにより、それぞれの避難者支援

活動の現状・課題を共通認識し避難者が抱える不安や課題を共有するなど、連

携・協働により支援を充実する。  
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３ 生活支援相談員・避難者地域支援コーディネーターの活動について 

  避難の長期化に伴い、家族の分断が進み、家族や世帯の構成員での対応がより困難に

なってきている。また、進む高齢化に加え、単身化も進んでいることは、避難者をと

りまく環境が複雑化・多様化している。さらに、新たに孤独・孤立の問題、生活困窮、

心身の悩み等、様々な生活課題が顕在化してきている。 

避難者が避難先及び帰還した後も、現在居住する地域において安心・安全な生活を

送るため、避難者の様々なニーズに対応した個別支援と地域支援を車の両輪とした

「伴走型支援」を継続していくことが重要である。 

 

（１）生活支援相談員による「個別支援」のさらなる推進 

  《単身化、孤独・孤立への対応》 

① 高齢・独居で孤独死の可能性がある場合、福祉サービスが必要な場合、金銭管理

等の生活課題がある場合には、迅速に関係機関につなぐなど、命を守るための見守

り活動を継続的に推進する。 

② 「訪問拒否」の世帯・個人については、精査のうえ、真に支援が必要な場合は関

係機関と支援方策を検討する。 

  《高齢化等への対応》 

③ 避難の長期化により高齢化が進行する中で、心身の状況変化や家族構成の変化

（独居等）に対応した訪問活動や、認知症・フレイル予防、心のケアへの対応を強

化する。 

 

（２）避難者地域支援コーディネーターによる「地域支援」のさらなる推進 

①  孤独・孤立を防止するため、避難者同士のつながりづくりを強化するとともに、

交流の場を広げるサロン、居場所、通いの場等への参加支援を強化する。 

②  復興公営住宅自治会と立地地域自治会とのつながりづくりを強化する。 

③ 高齢化に伴う生活課題（買物、通院等）を解決するための支援を推進する。 

④ スマートフォン等 ICTを利用した見守り・情報提供等を推進する。 

⑤ 支援対象者の安心・安全のため、災害時、急病等に対応できる地域や専門機関等

との連携を強化する。 

 

（３）生活支援相談員・避難者地域支援コーディネーターが連携、「車の両輪」となった

活動の推進 

① 「個別支援」を担う生活支援相談員、「地域支援」を担う避難者地域支援コーデ

ィネーターは、それぞれ同一社協に所属しながら相互の情報共有・連携が不十分な

例が見られたことから、同一社協内での連携を強化した支援活動を推進する。 
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４ 「支援対象者」及び「支援区分」について 

  本事業の対象となる「支援対象者（避難者）」「支援区分」及び訪問頻度については、

本来、県内のどこに避難していても区別なく同様の支援を受けられることが基本であ

る。しかし、本事業が開始されて以降、事業主体である市町村社協によって、多少の

差異が見られる状況にあった。また、検討を進めていくうえでも、各社協から意見が

あったように、避難の長期化が進めば進むほど、必要な支援の内容は変化し、さらに

支援対象者は増えていくと考えられる。 

そのため、今回の検討においては、各市町村社協における現状や意見を聴きながら、

それぞれ置かれている状況や考え方を整理し、県社協及び市町村社協の現時点での共

通の考え方として見直しを行った。今後、この見直し後の考え方で、支援区分に応じ

た支援対象者を整理していくこととする。 

 

 

（１）「支援対象者」について 

① 支援対象者（避難者）数等については、避難の長期化により状況が変化している

ことを踏まえ、「真に支援が必要な方に必要な支援を行う」との避難者支援の原点

に立ち帰り、個々の支援対象者に係る支援について整理を行う。 

② 一方、震災後 14 年目となり、支援対象者を取り巻く課題は、高齢化・独居化を

はじめ生活困窮、心のケアなど、個別化・複雑化していることから、支援の必要性

が高い対象者は漏れなく確実に把握し、引き続き支援を行う。 

 

（２）「支援区分」について 

① 県社協より示している「避難者支援区分」及び「訪問頻度区分」については、前

回改正後、年数が経過し実態と合わない事例や市町村社協によって差がある事例が

見られたため、各市町村社協の御意見を踏まえて全面的に見直した。 

② 今後は、「支援対象者」及び「支援区分」について（35～40 ページ参照）に基づ

き、避難者支援に取り組む。  
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（関係資料） 

 

福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業） 

「支援対象者」及び「支援区分」について 

 

2025 年２月 

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

 

１ 趣旨 

福島県内の市町村社会福祉協議会に配置されている生活支援相談員及び避

難者地域支援コーディネーターは、東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故（以下「震災・原発事故」という）による避難者に対して、個々

のニーズに寄り添い、見守り活動や相談支援などを行っている。 

震災・原発事故から 13 年が経過し、避難者を取り巻く課題は、個別化・複

雑化してきている。 

特に、令和５年度に福島県社会福祉協議会が実施した「復興公営住宅入居者

実態調査」においては、避難生活の長期化に伴い、高齢化や単身化が進み、新

たに、孤立化、生活困窮、心身の悩み等の課題が浮き彫りになってきているこ

とが判明した。 

そのような中、避難者が安心・安全な生活をおくるためには、さまざまなニ

ーズ等に対する伴走型の支援（心身の様々な課題の早期発見・早期対応、本人

に最適な保健・医療・福祉サービスへの迅速なつなぎ、サービス利用後の継続

的な訪問、生活状況確認等）が今後ますます必要となることから、生活支援相

談員及び避難者地域支援コーディネーターによる見守りや相談支援を強化す

るため、現在の支援区分の見直しを行う。 

 

＜参考＞ 

※福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業）実施要領 

 

 ２ 目的 

交付金は、東日本大震災に伴う避難生活の長期化や、住宅再建により災

害公営住宅等への移転など、それぞれの地域において避難者を取り巻く環

境の変化に対応し、避難者の健康・生活支援のための事業を効果的に実施

できるよう支援することにより、避難者の心身の健康の維持向上、生活の

安定等に寄与することを目的とする。 
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２ 理念 

（１）避難元や居住する地域（避難先）とのつながりを大切にしてつなぎ続ける 

（２）居住する地域での安心・安全な生活を守る 

（３）孤独・孤立の防止 

 

３ 目標 

（１）避難者の生活状況を正確に把握し、必要な支援につなげる 

（２）避難者同士のつながり、居住する地域住民とのつながり、居住する地域に 

おけるコミュニティの再生・構築 

（３）緊急（救急）対応、心身の異変等の早期発見・早期対応、災害時の対応 

（４）関係機関と連携した取組、早期の連絡・相談 

（５）支援対象者との信頼関係構築、たよりにされる関係づくり 

 

４ 生活支援相談員・避難者地域支援コーディネーターの役割 

（１）戸別訪問（面談）を基本とし、支援対象者一人一人に寄り添った支援を行 

う。 

（２）様々な相談、関心、要望等を聞き取り、住民の相談内容等に応じた情報を 

提供し、必要に応じて行政や専門機関等に適切につなぐ。 

（３）相談内容等の記録により生活状況の履歴を把握し、今後の支援活動に役 

立てる。 

   

５ 支援対象者の状況に応じた支援区分 

（１）支援計画に基づいた訪問（Ａ・Ｂ・Ｃ区分） 

   支援対象者の状況に応じてＡ・Ｂ・Ｃに区分し、それぞれの状況に応じた

訪問活動を展開する。（別紙参照） 

 

（２）安否確認及び生活状況確認（Ｄ１・Ｄ２区分） 

  ① 原則月１回、訪問、面談、その他の方法により、安否確認及び生活状況

の確認を行う。 

  ② 確認方法 

   ア 直接的な確認方法（面談による確認） 

・自宅訪問 

・サロン等への参加時における面談 

    ・社協事務所等への来所時における面談 

    ・予定外の場面での面談 

     

   イ 間接的な確認方法（面談以外による確認） 

・家族や近隣住民からの情報提供による把握 

    ・電話等による把握（遠隔地居住、就労等による頻繁な留守・不在、サ

ロン等への参加が少ない場合等） 
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    ・その他、客観的に安否等が確認できる方法による把握 

※心配な方や気になる方については、具体的にどこがどのように心配かな

どを正確に記録するとともに、必要に応じて関係機関と情報を共有する。 

 

（３）支援休止（Ｄ３区分） 

   下記に掲げる者は「支援休止」とする。 

① 長期入院者、短期施設入所者、長期不在者（刑罰、海外渡航） 

② 支援休止の申し出があった者で、各種サービスを利用しており客観的に

支援休止と判断できる者 

③ 支援休止の申し出があった者で、自立した生活ができており客観的に支

援休止と判断できる者 

※必要に応じて、連絡・情報提供を行う。 

 

（４）支援終了 

下記に掲げる者は「支援終了」とする。 

① 死亡した者 

② 支援移行した者 

③ 施設入居者（特別養護老人ホーム等） 

④ 県外転居者 

⑤ 支援不要の申し出があった者で、各種サービスを利用しており客観に 

支援不要と判断できる者 

⑥ 訪問辞退の申し出があった者で、自立した生活ができており客観的に 

支援不要と判断できる者 

※支援終了の方について、支援が必要となった場合は、その状況に応じて高

齢者福祉サービス、障がい者福祉サービス、介護予防事業等、通常の福祉

サービスで支援を行う。 

 

６ 支援対象者の考え方（補足） 

（１）支援対象者 

東日本大震災において地震や津波による被災を原因として避難した住民 

及び東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等により避難し 

た住民のうち、現に居住する地域（避難前に居住していた地域に帰還する 

場合を含む）において安定的な日常生活を営むことができるよう、戸別訪 

問による見守りや相談支援等を行う必要があると認められる者 

 

（２）支援対象とならない者 

① 移住者 震災当時被災 12 市町村に居住していなかった者 

② 県外居住者（埼玉県加須市周辺地域に居住する双葉町民を除く） 

③ 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故による避難者以外 

の者 
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（３）訪問拒否者への対応 

引きこもり等で社会とつながりがない者 

  ➤関係機関と情報共有し見守りを継続。通常の支援区分に基づき安否確認

及び生活状況の確認を行う。ただし、客観的に支援休止と判断できれば支

援休止。 

 

（４）訪問辞退者への対応 

訪問辞退の申し出のあった者で、社会的に自立しており客観的に支援不 

要と判断できる者 

  ➤客観的に支援不要と判断できれば支援休止または終了。 

 

 

＜参考＞ 

※福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業） 

補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、東日本大震災において地震や津波による被災を原因として避

難した住民及び東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指

示等により避難した住民（以下「避難者」という。）が現に居住する

地域（避難前に居住していた地域に帰還する場合を含む）において、

安定的な日常生活を営むことができるよう、戸別訪問による見守り

や相談支援等の避難者の日常生活を支援する事業を実施する社会福

祉協議会等（以下「事業者」という）に対し、福島県補助金等の交

付等に関する規則（昭和 45 年福島県規則第 107 号。以下「規則」

という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助

金を交付する。  
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（別紙）               支援区分 

 

区分 
状態像 

（判断基準） 

訪問頻度 

（目安） 

Ａ 

【下記のうち、概ね週１回以上の医療・介護・福祉

サービスが入っていない者】 

①アルコール依存者 

②認知症 

③重度身体・知的障がい児者 

④重度精神障がい者  

⑤子どもを虐待していると思われる親 

⑥引きこもり者（孤独者・孤立者） 

⑦心療内科（精神科）通院者（薬服用重度者） 

⑧DV（加害者・被害者と思われる者） 

⑨その他週 1 回の訪問が必要と思われる者 

週１回以上 

Ｂ 

①単身高齢者（概ね 70 歳以上） 

②高齢者のみの世帯(概ね 75 歳以上) 

③高齢者を含む世帯（概ね 75 歳以上） 

④身体・知的・精神障がい者 

⑤要介護認定者 

⑥生活保護などを含む世帯 

⑦避難生活の長期化によるストレスを抱える者（不

眠等） 

⑧生活困窮者、家計管理に不安のある者 

⑨引きこもり者（訪問拒否者も含む） 

⑩社会との関わりが希薄な者 

⑪その他２週間に 1回もしくは月に２回の訪問が必

要と思われる者 

２週間に１回 

もしくは 

月に２回以上 

Ｃ 

①単身高齢者（概ね 65 歳以上） 

②高齢者のみの世帯（概ね 70 歳以上） 

③高齢者を含む世帯（概ね 70 歳以上） 

④上記 B④～⑩のうち、月 1 回の訪問が必要と思わ

れる者 

⑤その他月 1 回の訪問が必要と思われる者 

月に１回以上 

 

※支援計画に基づいた訪問の実施 

※各支援区分については、全てがこの限りではなく個別の状況や課題を勘案し

て対応する 
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区分 
状態像 

（判断基準） 

訪問頻度 

（目安） 

Ｄ１ 

Ｄ２ 

・Ａ～Ｃに当てはまらないが、安否確認及び生

活状況確認が必要と思われる者（※１） 
原則月１回 

Ｄ３ 

支援休止 

①長期入院者、短期施設入所者、長期不在者（刑 

罰、海外渡航） 

②支援休止の申し出があった者で、各種サービ

スを利用しており客観的に支援休止と判断で

きる者 

③支援休止の申し出があった者で、自立した生

活ができており客観的に支援休止と判断でき

る者 

必要に応じた   

連絡・情報提供 

 

※１ ① 原則月１回、訪問、面談、その他の方法により安否確認等を行う 

   ② 確認方法 

    ア 直接的な確認方法（面談による確認） 

     ・自宅訪問 

     ・サロン等への参加時における面談 

     ・社協事務所等への来所時における面談 

     ・予定外の場面での面談 

    イ 間接的な確認方法（面談以外による確認） 

     ・家族や近隣住民からの情報提供による把握 

     ・電話等による把握（遠隔地居住や就労による頻繁な留守・不在、サ

ロン等への参加が少ない場合等） 

     ・その他、客観的に安否等が確認できる方法による把握 

   ※心配な方や気になる方については、具体的にどこがどのように心配か

などを正確に記録するとともに、必要に応じて関係機関と情報を共有

する。 
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資料 
 

 

 

 １ 「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」における 

検討経過 

 

２ 社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議設置要綱  

 

３ 「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」構成 

 

４ 「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の 

基本方針の変更について」（令和６年３月１９日閣議決定）抜粋 

 

５ 参考（新聞記事等） 
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「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」における検討経過 

 

１ 「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」 報告 

（１）第１回検討会議 

  ○日時 令和６年８月 29 日（木） 10：30～12：10 

  ○場所 郡山市「ビッグパレットくしま」 

   

  ☆第１回検討会議では、第１章から第３章に掲載した内容について、社協にお

ける避難者支援の現状等を報告した。 

 

① 議論・意見等 

・県社協の報告のとおり、高齢化や単身化の課題を感じており、ますます復

興公営住宅と立地地域との交流は進めていかなければならないと感じてい

る。 

・連携センター設置がきっかけで、避難元社協の職員も事業に参加する動き

も出てきている。 

・地元自治会や自主防災組織等、復興公営住宅との顔の見える関係づくりが

避難者支援の大事な点と考えており、事業の継続を推し進めていただきた

い。 

・避難者が長期化すれば、支援対象者の高齢化等の状態が変化するわけで、

支援区分は上がっていくと考える。 

・避難者自身が生活している生活圏の中で、各避難先の生活支援体制整備事

業等でカバーしていくことも含め、議論が必要。 

・避難の長期化による高齢化や単身化等、時間軸の面からも本事業の継続は

極めて重大であると考える。 

 

② 助言（鈴木典夫教授・福島大学） 

 ・実際、阪神淡路大震災では 10 年 20 年たっても災害公営住宅の孤独の問題

はなかなか解消されていない。支援についてはその都度対応できる体制を

整えるという考え方に立つ意識が必要。避難者の状態像に対し伴走すると

ころが肝心。 

・事業縮小に対して伴走支援を展開するのは矛盾した提言であるので、国に

対しては事業をより強化すべき話である旨、地元の状況とともに申し上げ

る必要がある。 

・支援区分については、一人一人の生活状況により対応が変わってくる。訪

問拒否者も含め、状態像とあわせどこに目標を持って生活を組み立てれば

いいのかという未来像という視点も考えるポイント。 

・サロン事業や生活支援は地域の第三者の協力を得て展開していく考え方で

あると思う。第三者が入ることによってどう変わるのか、どう効果的に関

わってもらうのかという戦略が必要。 
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（２）第２回検討会議 

  ○日時 令和７年２月 20 日（木） 10：00～12：05 

  ○形式 ハイブリッド形式（会場集合型とオンライン型で同時開催） 

○場所 福島市「福島県総合社会福祉センター」 

   

  ☆第２回検討会議では、本報告書の内容について議論した。 

 

① 議論・意見等 

・地域住民、避難者の区別なく、地域で暮らす人として見守りを推進したい。 

・住民のほとんどが避難生活のまま。少しずつ自立再建に向け進んではいる

が、独居、単身化が進んでおり、家族内でのケアが困難な状況。生活困窮

者も増えており、今後も事業継続が必要。 

・民生委員と連携して一人も取り残さない取りこぼしの無い支援を進めたい。 

・避難者が望む暮らしについて、住民主体を念頭に、住民が支え合う地域の

仕組みづくりを考えている。 

・見守り活動を継続できる体制づくりをしていきたいが、自主財源を持たな

い社協としてはこの事業の継続が必要である。 

・避難元・先社協の連携が重要で、さらに深める必要がある。連携センター

の拡充に期待している。 

 

② 助言（鈴木典夫教授・福島大学） 

・避難者というところから一般の生活者という見方も必要だが、やはり福島

県の場合、原発事故を経たところで家族の分断等から孤立化が起こり高齢

化に拍車がかかっているという、一般的な高齢社会や孤立、単身化の構造

とは事の本質が違う点は強く訴えたいところである。 

・今後、復興公営住宅は一般住宅としての住民が年々増えていくという経過

をたどる。高齢期を迎えた避難を経験した人たちはコミュニティの中で少

しずつ立場が弱くなる。自分を主張することが弱くなってくる。その中で

まさに孤立化が起こるという構造となる。新住民との融合の中で避難者の

命を守っていくという視点で復興を考えていかなければ避難者を守れない。 

・見守り活動は実を言うと地域福祉の取組としてはすごく地味な活動である。

しかし、地味ではあるが地域福祉の核心でもある。その核心たる見守り活

動を広域連携で対応していること自体が、もうすでに他に例がない取組に

なっている。 

・通常の福祉活動の中で自治体単位で行われる見守り活動を広域連携で進め

ていくというところに、見守り活動を継続する重みがある。 
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２ 「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」検討部会 報告 

（１）第１回検討部会 

  ○日時 令和６年５月 28 日（火） 13：30～15：30 

  ○場所 郡山市「ふくしま医療機器開発支援センター」 

   

① 議論・意見等 

ア 社協間連携について 

・社協連携センターの設置により、避難先の地域の情報がわかるなど、事 

業展開の面でメリットを感じている。 

・社協連携センターが、今後どこまでのエリアをカバー（所在地以外の市 

町村）していくのかなど、効率的に事業を展開する体制を協議する必要 

がある。 

・避難者地域支援コーディネーターを配置することで避難先社協とのやり 

とりが濃くなった。 

 

イ 職員待遇・雇用について 

    ・避難先・避難元社協の各相談員等の身分（雇用形態）や待遇が異なる。 

     同一労働、同一賃金の観点からすると、賃金の増額など職員雇用の長期 

的な予算取りを県、国に要望すべき。 

    ・非正規職員の無期雇用への対応等、財政面での不安、課題が大きい。 

・生活支援相談員等は臨時職員雇用が多く、雇用維持のため待遇面で何と 

かしたいと考えてはいるが、大きな課題である。 

 

ウ 避難者見守り活動支援事業の今後について 

・この事業は避難者支援事業ではあるが、地域支援のあり方と関連がある。 

被災者支援で取り組んできたことを地域支援に活かしていくことが大 

事。 

・避難先での生活も長くなり、住民票や家族の問題等、様々な事情により 

今後も避難先で生活する町民も多い。今後も、避難先社協等の支援が必 

要である。 

・住民票を異動しないでいつまでこのような支援が継続できるのか。どう 

いう仕組みなら継続可能であるか等、今後の展開について早めの方針が 

必要。 

・町へ帰還してきた住民への支援にも力を入れて必要がある。 

・見守り、声掛けの活動から、相談対応のスキルが必要な支援に変わって 

きている。 

・現在の事業展開、職員体制等を考えると、今後の社協独自の見守り体制 

を考えなければならない。 
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エ 検討会議・検討部会について 

・避難元、避難先によってそれぞれの考えや課題があるため、避難元、避

難先に分けて議論する等、柔軟な開催方法も検討してほしい。 

・支援対象者については、支援を受ける側の意向を最大にくみ取った支援

のあり方を検討する必要がある。 

・生活支援相談員の多くが福祉の専門職としての雇用ではないため、今後

は専門職との連携が必要となる。支援者支援の必要性と併せ、この会議

で検討できればと考える。 

 

② 助言（森明人准教授・東北福祉大学） 

   ・福島の現状を見れば、第２期復興・創生期間後も支援の継続を見据えなけ

ればならない。 

・復興公営住宅入居者の実態調査から、単身化・高齢化が進むことが見込ま 

れる。特に単身高齢者などは、個別の生活像を支援者で共有する必要があ 

る。 

・支援の質が変わっていくことを意識しないといけない。 

・支援体制や支援の中身の議論をしていかなければならない。 

・国や県等に向けては、質的な部分で訴えたり、いろいろなスキームを提案 

    していく必要がある。 

・支援区分については具体的な類型化が必要。 

 

（２）第２回検討部会 

   ○日時 令和６年７月 29 日（月） 13：30～15：30 

   ○場所 郡山市「ビッグパレットふくしま」 

     

① 議論・意見等 

ア 支援対象者及び支援区分について 

    ※避難者支援における「支援休止」「支援終了」の基準について 

（ア）転居の要件 

・転居というだけでは「支援終了」は判断できない。本人に確認は必要。 

・住民票のあるなしに関わらず、必要性に応じた支援はする。 

・住民票を避難先に異動した場合は避難先社協へ情報提供をしてもらい 

たい。 

（イ）入所・入居の要件 

・現在検討中だが、他サービスにつながっているという点で「支援終了」 

を想定している。 

     ・入所・入居の期間が短期長期に関わらず「支援終了」ではなく「支援

休止」としている。 

   （ウ）若い世帯の要件 

     ・社会とのつながりがあるので「支援終了」としている。 
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・現在検討中だが、就労で社会とつながっているという点で「支援終了」 

を想定。 

・若い世帯についても今後の支援の必要性を考慮し、「支援休止」とし 

ている。  

（エ）訪問拒否者への対応 

・拒否の中でも、拒否と辞退が含まれると思う。拒否の内容によってさ

らに区分が必要ではないか。 

・訪問拒否については「支援休止」とする場合が多い。そもそも行政か

ら情報が提供されず、訪問することができない状況もある。 

・状況に応じた区分としているが、「支援終了」とするケースは本人や家

族の意向によるもの。 

（オ）その他 

・現在、社協内で支援区分の見直しを行う予定。「支援終了」についても

明確にしていきたい。 

・基本的に、安心の裏付けがなされれば「支援終了」に区分している。 

・帰還がまだ進んでいないこともあり、基本的に「支援終了」ではなく

「支援休止」としている。 

     

イ 避難者支援のあるべき体制について 

   （ア）社協連携センターについて（避難先社協） 

・連携センター活動のメリットは、避難元の情報（事業の中身等も含） 

を得ることができる点及び、円滑な連携や課題に早期にアプローチで

きる点である。 

・現在、避難者地域支援コーディネーターの連携会議の実施等で連携を 

図っている。今後に向けて連携センターの必要性は強く感じている。 

・課題としては、現在週３日の稼働を週５日にできればより企画や事業 

が展開できるようになる。 

・連携だけではなく「協働」についても認識を共有する必要があるので 

はないか。 

・社協間で基本的なところから連携しないと、コミュニティづくりはう 

まくいかない。 

   ・現場からも、社協間の情報共有や連携が課題という声があがっている。 

（イ）社協連携センターについて（避難元社協） 

・避難先の地域を知ることに力を入れたいと思っていた。避難先社協の 

情報がありがたい。 

     ・同じ事務所にいることで、連携がとりやすくなったと感じている。 

     ・事業終了に向け、広域連携は必要。 

     ・職員が「連携」をいかに理解できるか、理解させるかがカギとなる。 

     ・支援対象者への連携センター機能の浸透、意識付けが課題。 

・連携センター設置以外のエリアをどうカバーしていくのか、方向性を 



46 

 

示してほしい。 

・連携センター郡山のように、基本的には生活支援相談員と避難者地域 

支援コーディネーターの連携が必要。 

     ・連携センターへの職員派遣については、自社協の体制を作れるかが課 

題。 

（ウ）民生委員・児童委員との連携 

・情報交換などを行っているほか、合同訪問を行っている。 

・連携センターとして避難先の民児協に対して事業説明を行った。社協 

と民生委員がどのように役割分担をしていくか、今後議論が必要。 

     ・民児協自ら地区割検討委員会を開き、避難住民の支援について議論し 

ている。 

    

② 助言（森明人准教授・東北福祉大学） 

・支援対象者の区分について、調査結果に記載の状態像が参考になる。 

・連携センターについては、情報共有と運用面が議論のポイントとなる。 

・民生委員等との連携について、避難先における支援受け皿づくりのために 

は顔を合わせる機会が大事である。 

 

（３）第３回検討部会 

   ○日時 令和６年 11 月１日（金）  13：30～15：30 

   ○形式 オンライン 

 

① 議論・意見等 

ア 支援対象者及び支援区分について 

・支援対象者はＡＢＣ区分となりＤは支援対象者ではないという考え方な

のか。 

     →Ｄ区分も含めて支援対象者となる。ＡＢＣが支援計画に基づいたもの

でＤは安否確認として整理する。 

・Ｄ区分について月 1 回とのことだが、訪問範囲が広範囲となるので遠方

の方を月に１回訪問は厳しくなる。その他の安否確認として電話でも良

いか検討していただきたい。 

・Ｄ２、Ｄ３のところで避難先として民生委員さんの避難者情報等の情報

共有を強化していかなければならない。 

 

② 助言（森明人准教授・東北福祉大学） 

・基本的には、早期発見、把握、介入というところがポイントになる。これ

までの見守り活動から、これから制度につながなければならない方を早期

につないでいく、これから高齢化が進むとすれば、健康増進、介護予防な

どに制度につなげていく。 

・これまでのきめ細かな見守りを中心とする活動から、早期発見、早期介入
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といった予防を重視した活動への転換等、令和７年度までのこの事業の主

旨、理念のところから、令和８年度からの事業に向けて大きなコンセプト

を位置づけるなど、わかりやすさが必要。 

 

（４）第４回検討部会 

   ○日時 令和７年１月９日（木） 13：30～15：30 

   ○形式 オンライン 

 

① 議論・意見等 

ア 「支援対象者」及び「支援区分」について 

・支援区分、支援対象者についてわかりやすく書かれているが、見直しの

時期はいつからか。状況が変わり年数が経過するどのタイミングでやる

のか、その都度で良いのか。 

→この件について検討会議で決定後、改めて県社協よりスケジュール等 

をお示しする。 

 

  イ 「第２期復興・創生期間」以降の避難者支援について」 

・長期化する支援の中で 5 年後、10 年後になると更に支援の必要な方が増

えてくる。５年後は相当状況が変わるのではないかと思う。 

 

② 助言（森明人准教授・東北福祉大学） 

・避難者支援の特徴を考えれば、単に要介護認定や障害があって制度につな

ぐということではなく避難者支援の特徴的な、ストレス、孤独・孤立、グ

リーフケアが必要等、そういうところをきちんとフォローしていくような

避難支援のあり方というのが必要になってくる。 

・伴走型支援を活かすためには避難者支援らしさというのを特徴として出し

ていく必要がある。医療や介護等につなぐ視点は明確になってきているが、

つないだ後、避難している方の個別の実態に合わせた伴走型支援を形づく

らなければならない。 
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３ 「社会福祉協議会における避難者支援に関する状況調査」結果まとめ 

 

 

１ 調査の目的 

  福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業）を実

施する各市町村社会福祉協議会の現状を明らかにし、第２期復興・創生期

間（令和７年度まで）以降の避難者支援に関する今後の方向性について検

討するための資料とする。 

２ 調査対象 

  福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業）を実

施する市町村社会福祉協議会（21 社協） 

３ 調査方法と調査期間 

調査票は、メールにより送付した調査票（Excel データ）に入力、データ

で回収を行った。 

調査期間は、令和６年６月 18 日から７月 12 日。 

 

 

（１）支援対象者について 

① 各区分の状態像 

○調査結果から … 各区分とも同じような状態像が混在しており、整理が 

         必要。 

○取組・方向性 … 各社協における状態像の再確認、社協間の標準的な基 

         準の整理。 

 

Ａ（概ね週１回以上の訪問） 

・必要な医療・介護・福祉の支援を受けていな

い高齢者 

・サービスが入っていない高齢者 

Ｂ（概ね月２回以上の訪問） 

・高齢者のみ、または高齢者を含む世帯 

・障がい者 

・要介護者世帯 

Ｃ（概ね月１回以上の訪問） 

・高齢者のみ高齢者を含む世帯 

・身体障がい者 

・精神障がい者 

・要介護認定者 

・生活困窮者 

・ひきこもり者 

Ｄ１（概ね年６回以上 

の訪問） 

・高齢者のみの世帯 

・高齢独居ではあるが生活が安定している世帯 

・通院はしているが安定している世帯 
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Ｄ２（概ね年３回以上 

の訪問） 

・高齢独居、高齢者世帯であり日中独居などで

はあるが、自立している方 

・将来的に支援の必要性がある方 

Ｄ３（概ね年１～２回以上 

の訪問） 

・高齢または障がいはあるが、サービスにつな

がるなど安定した生活を送られている方 

・親族、近隣など社会とのつながりがある方 

支援休止 

・施設入所、長期入院ではあるが自宅に戻る可

能性がある方 

・65 歳未満で心身ともに元気な方 

・現在は支援不要の意向の方 

支援終了 

・施設に入所している、または関係機関とのつ

ながりがあり各種サービスが入っている方 

・社会的に自立している方 

・転居（市外、県外） 

・訪問拒否 

  

② 今後必要となる支援 

○調査結果から … より専門的な支援や関係機関との役割分担が必要。 

○取組・方向性 … 専門職との連携強化、関係機関や社協間での連携・協 

         働の強化。 

 

ア 日常生活への支援ニーズのある方 

支援対象者（世帯） 

の状態像 

・高齢者、認知症の方 

・障がい者、コミュニティが課題となっている方 

今後必要となる 

支援の内容 

・関係機関の連携協働による支援 

・各種サービスの情報提供 

 

イ 医療・介護ニーズのある方 

支援対象者（世帯） 

の状態像 

・福祉、医療のサービスが必要ではあるがサービ

スの利用に至っていない方 

今後必要となる 

支援の内容 

・関係機関との連携 

・必要に応じたサービスの提供 

 

ウ 生計困難者 

支援対象者（世帯） 

の状態像 
・困窮状態の方 

今後必要となる 

支援の内容 

・専門職によるサポート 

・金銭管理 

・就労支援 
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エ 孤独・孤立や心のケアに対する支援が必要な方 

支援対象者（世帯） 

の状態像 

・人との関りが得意ではない方 

・コミュニケーションが苦手な方 

今後必要となる 

支援の内容 

・家族や関係機関との連携 

・興味のある社会資源を提供する 

 

オ 訪問拒否者 

支援対象者（世帯） 

の状態像 

・他者との交流を望まない方 

・就労世帯で自立している方 

今後必要となる 

支援の内容 

・避難元・避難先社協の協働支援 

・保健師や地域包括、関係機関との情報共有 

 

カ その他（ア～オ以外） 

支援対象者（世帯） 

の状態像 
・高齢化に伴う生活課題 

今後必要となる 

支援の内容 

・課題解決に向けて関係機関との役割分担による 

支援 

 

 

（２）生活支援相談員等について 

① 生活支援相談員による個別支援の取組 

 ア 避難者同士のつながり、訪問等によるニーズへの早期対応 

○調査結果から … 孤独・孤立の防止や緊急時の対応等の成果がある。 

避難者相互や地域の中で支え合う仕組づくりをさ 

らに進める必要がある。 

○取組・方向性 … 避難者同士のつながりづくりや訪問等によるニーズ 

への早期対応の継続・強化。 

 

成果 

（効果） 

・交流の輪、助け合いの輪の拡大 

・孤独・孤立の防止 

・心の支え合い、精神的安定 

・生きがいづくり 

・訪問等の緊急（救命・救急）対応 

・心身の異変への早期対応 

取組上の 

課題 

・サロン等参加者の固定化や男性の参加促進 

・訪問拒否者の状況把握 

今後の 

取組 

・参加しやすい内容の企画や改善 

・避難者相互の関係づくり 

・見守りの目の拡充 
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イ 関係機関との連携、既存のサービスへのつなぎ、自社協内での連携 

○調査結果から … 関係機関等との連携により、迅速なニーズ対応等の 

         成果がある。 

事業協働や役割分担の明確化等、社協間や関係機関 

との連携強化が必要。 

○取組・方向性 … 関係機関や自社協内での他職員（職種）・他事業との 

              連携・協働の強化。 

 

成果 

（効果） 

・他事業との連携による見守り 

・迅速なニーズ対応 

・関係機関と連携した取組 

・早期の連絡・相談 

・避難者との信頼関係、たよりにされる関係 

取組上の 

課題 

・避難元・先社協による対応の違い 

・民生委員との具体的な連携方法 

・社協内の意識の統一や情報共有・連携のあり方 

今後の 

取組 

・避難元・先社協の連携強化 

・民生委員との連携強化 

・関係機関との役割分担 

・他部署との事業の共同実施 

・定期的な情報共有の場の設定 

 

 

② 避難者地域支援コーディネーターによる地域支援の取組 

 ア 集う場（サロン等）の取組、見守り・支援の仕組みづくり 

○調査結果から … 孤独・孤立の防止や見守り体制づくり等の成果があ 

る。 

支援者間が連携し、避難者同士のつながりや住民の 

主体性を促すことが必要。 

○取組・方向性 … 集う場（サロン等）の取組、見守り・支援ネットワ 

         ークの仕組づくりの継続。 

 

成果 

（効果） 

・孤独・孤立の防止 

・避難住民の意欲の向上 

・見守り体制の強化 

・避難住民に関する情報把握・安否確認の機会の増 

・防犯・防災対策 

・避難住民と避難先とのつながりづくり 



52 

 

取組上の 

課題 

・参加者の固定化 

・男性の参加促進 

・住民主体への導き 

・孤独・孤立の見守り 

・連携に必要な個人情報の保護 

・訪問拒否者の状況把握 

今後の 

取組 

・地域住民の参加促進 

・参加者の要望や意見の反映 

・参加者の役割分担 

・支援者間の情報共有 

・関係機関や自治会との連携強化 

・住民同士のつながり構築 

 

 イ 地域や社会資源の把握、サービスの創出、新たな取組への発展 

○調査結果から … 移動支援や買い物支援、安否確認等の成果がある。 

避難者の生活課題（ニーズ）の変化に対応した支援 

の継続が必要。 

○取組・方向性 … 地域や社会資源の把握、サービスの創出・新たな取 

         組への発展。 

成果 

（効果） 

・災害に備えた平時からの対応 

・避難住民への情報提供 

・安否確認 

・日常生活支援（移動支援、買い物支援等）の創出 

取組上の 

課題 

・必要とされる情報の把握 

・必要な社会資源の開発 

・把握した情報の有効活用 

・生活ニーズの把握 

・住民の自主的な活動 

・新たなニーズへの対応 

今後の 

取組 

・既存事業との連携 

・社協間の情報共有と協議 

・地域からの積極的な情報収集 

・ニーズ把握のための聞き取りや調査 

・関係機関との調整 
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 ウ 関係機関や他の支援団体、地域等との連携、自社協内での連携 

○調査結果から … 関係機関が連携したニーズへの迅速な対応等の成 

         果がある。 

地域情報の提供や災害への備え等、情報共有の強化 

が必要。 

○取組・方向性 … 関係機関や他の支援団体・地域等との連携強化、自 

社協内での他職員（職種）や他事業との連携・協働の 

強化。 

 

成果 

（効果） 

・避難先との情報共有による住民同士のつながり 

・民生委員や社協間の連携 

・避難者の福祉ニーズへの迅速なつなぎ 

・関連事業の合同企画・実施 

取組上の 

課題 

・地域情報の格差 

・支援の方向性の違い 

・災害への備え 

・社協内の連携のあり方 

・生活支援相談員と避難者地域支援コーディネーターの情報 

共有 

今後の 

取組 

・地域と避難者とのつなぎ 

・関係機関による情報共有の強化 

・課題解決に向けた検討 

・防災訓練の実施と参加促進 

・定期的な情報共有の場の設定 

 

 

（３）避難者支援のあるべき体制等について 

① 避難元・先社協の連携・協働による取組 

○調査結果から … 社協間で協働するための活動方針の策定や役割分担 

が必要。 

○取組・方向性 … 社協連携センターの取組や事業の協働の推進、社協間 

の活動方針等の明確化。 

 

取組上の 

課題 

・訪問頻度や活動方針の統一化 

・避難元・先社協の役割分担 

今後の 

取組 

・社協連携センターの推進 

・合同訪問 

・定期的な情報共有 

・交流事業の共同企画 
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② 民生委員・児童委員との連携・協働による取組 

○調査結果から … 見守り・支援の強化に向けた民生委員との連携が必要。 

○取組・方向性 … 避難元・先の民生委員同士、社協と民児協との連携・ 

協働の推進。 

 

取組上の 

課題 

・具体的な連携方法 

・民生委員の負担軽減 

・民生委員・社協の役割分担 

今後の 

取組 

・生活支援相談員との合同訪問 

・定期的な情報共有 

・民児協事務局も含めた協議 

 

 

（４）今後の展開や考え方等 

 

○調査結果から … 社協間、社協内の共通認識による取組が必要。 

○取組・方向性 … 社協間の活動方針等の明確化や事業に必要な財源・人員

の確保。 

 

取組上の 

課題 

・事業継続のための財源及び人員の確保 

・避難者支援の方針等の明確化 

・統一的な支援の展開 

今後の 

取組 

・社協間及び社協内他部門との連携強化 

・支援のあり方・方法等の見直し 

・社協連携センターの推進 

・広域連携 
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社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 福島県避難者見守り活動支援事業（被災者見守り・相談支援事業）（以

下「支援事業」という。）を実施する社会福祉法人福島県社会福祉協議会

（以下「県社協」という。）及び市町村社会福祉協議会（以下「市町村社

協」という。）の第２期復興・創生期間（令和７年度まで）以降の避難者

支援に関する今後の方向性について検討するため、社会福祉協議会にお

ける避難者支援に関する検討会議（以下「検討会議」という。）を設置す

る。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会議は次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 （１）避難者支援に関する今後の方向性に関すること。 

 （２）市町村社協間の連携に関すること。 

 （３）その他、避難者支援に関すること。 

 

（構成） 

第３条 検討会議は県社協副会長及び別表に掲げる市町村社協会長並びに学識

経験者をもって構成する。 

２ 必要に応じて関係機関の者が会議に参加できるものとする。 

 

（会議） 

第４条 検討会議は必要に応じて県社協会長が招集する。 

 

（議長） 

第５条 検討会議に議長を置く。 

２ 議長は会議を進行する。 

３ 議長は県社協副会長が務めるものとする。 

４ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が職務を代理する。 

 

（検討部会） 

第６条 検討会議に検討部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は検討会議に付議する事案を所掌する。 

３ 部会は必要に応じて県社協事務局長が招集する。 

４ 部会は県社協地域福祉部長及び別表に掲げる市町村社協の事務局長等並び

に学識経験者をもって構成する。 

５ 部会に座長を置き、座長は会議を進行する。 

６ 座長は県社協地域福祉部長が務めるものとする。 

７ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者が職務を代理する。 
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（庶務） 

第７条 検討会議の庶務は県社協避難者生活支援・相談センターにおいて処理

する。 

 

 

（細則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し、必要な事項は

県社協会長が別に定める。 

 

 

   附  則 

１ この要綱は、令和６年５月 17 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

別表  支援事業実施市町村社協 

 

地区 社協名 社協数 

県北 

 

福島市･二本松市・本宮市・川俣町・大玉村・飯舘村 

 

６ 

県中 

県南 

会津 

 

郡山市・三春町・白河市・会津若松市・葛尾村 

 

５ 

相双 

いわき 

 

南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・ 

双葉町・浪江町・新地町・いわき市 

 

１０ 
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「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」 

 

※敬称略 

No 機関・団体名 職名 氏名 備考 

１ 福島県社会福祉協議会 副会長 高野 武彦 議長 

２ 福島市社会福祉協議会 会長 高橋 雅行   

３ 二本松市社会福祉協議会 会長 佐久間 勝   

４ 本宮市社会福祉協議会 会長 古田部 幸夫   

５ 川俣町社会福祉協議会 会長 佐藤 武二   

６ 大玉村社会福祉協議会 会長 武田 正男   

７ 郡山市社会福祉協議会 会長 太田 健三   

８ 三春町社会福祉協議会 会長 坂本 浩之   

９ 白河市社会福祉協議会 会長 鈴木 進一郎   

10 会津若松市社会福祉協議会 会長 武藤 淳一   

11 南相馬市社会福祉協議会 会長 佐藤 正彦   

12 広野町社会福祉協議会 会長 遠藤 智   

13 楢葉町社会福祉協議会 会長 松本 幸英   

14 富岡町社会福祉協議会 会長 山本 育男   

15 川内村社会福祉協議会 会長 遠藤 雄幸   

16 大熊町社会福祉協議会 会長 吉田 淳   

17 双葉町社会福祉協議会 会長 髙野 泉   

18 浪江町社会福祉協議会 会長 畠山 熙一郎   

19 葛尾村社会福祉協議会 会長 篠木 弘   

20 新地町社会福祉協議会 会長 大堀 武   

21 飯舘村社会福祉協議会 会長 齊藤 修一   

22 いわき市社会福祉協議会 会長 荒川 正勝   

23 福島大学 行政政策学類 教授 鈴木 典夫 学識経験者 
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「社会福祉協議会における避難者支援に関する検討会議」 検討部会 

 

※敬称略 

No 機関・団体名 職名 氏名 備考 

１ 福島県社会福祉協議会 地域福祉部長 渡辺 誠一 座長 

２ 福島市社会福祉協議会 事務局長兼総務課長 横山 卓也   

３ 二本松市社会福祉協議会 事務局長 佐藤 正弘   

４ 本宮市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 鈴木 弘治   

５ 川俣町社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 大内 浩史   

６ 大玉村社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 根本 達弥   

７ 郡山市社会福祉協議会 事務局長 柳内 祐一   

８ 三春町社会福祉協議会 事務局長 影山 敏夫   

９ 白河市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 鈴木 正   

10 会津若松市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 平野 淳子   

11 南相馬市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 村上 勇一   

12 広野町社会福祉協議会 事務局長 古内 伸一   

13 楢葉町社会福祉協議会 事務局長 福井 光治   

14 富岡町社会福祉協議会 事務局長 宍倉 秀和   

15 川内村社会福祉協議会 事務局長 秋元 一美   

16 大熊町社会福祉協議会 事務局長 半杭 裕明   

17 双葉町社会福祉協議会 事務局長 木口 加代子   

18 浪江町社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 佐藤 祐一   

19 葛尾村社会福祉協議会 事務局長 川島 博幸   

20 新地町社会福祉協議会 事務局長 目黒 莊一   

21 飯舘村社会福祉協議会 事務局長 菅野 純子   

22 いわき市社会福祉協議会 
事務局長 

兼地域福祉課長 
篠原 洋貴   

23 東北福祉大学 准教授 森 明人 学識経験者 
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福島県社会福祉協議会 

 

No 所属・職名 氏名 備考 

１ 副会長 高野 武彦 再掲 

２ 事務局長 関 靖男  

３ 地域福祉部 部長 渡辺 誠一 再掲 

４ 避難者生活支援・相談センター センター長 山中 啓嗣  

５ 避難者生活支援・相談センター 副センター長 齋藤 史朗  

６ 避難者生活支援・相談センター 主事兼総括生活支援員 青山 矩仁  

７ 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 今野 由香  

８ 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 栗原 和幸  

９ 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 湊 浩之  

10 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 河嶋 耕  

11 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 鈴木 聡美  

12 避難者生活支援・相談センター 総括生活支援員 佐藤 智子  
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＜参考＞「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針 

    の変更について（令和６年３月 19日閣議決定）（抜粋） 

  

（下記は、「福島県避難者見守り活動支援事業」に関連する部分の抜粋。※原子力災

害被災地域＝福島県） 

「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針 

 

～（略）～ 

 

  東日本大震災からの復興なくして日本の再生はない。 

  政府は、本基本方針に定めるところにより、引き続き、現場主義を徹底し、被災

者に寄り添いながら、東日本大震災の被災地の復興に向けて総力を挙げて取り組

む。 

 

１. 復興の基本姿勢及び各分野における取組 

 

～（略）～ 

 

（２）原子力災害被災地域 

 

～（略）～ 

 

   福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、第２期復興・創生期間以

降も引き続き国が前面に立って取り組む。こうした状況に鑑み、令和３年度から

の当面 10年間、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニー

ズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行う。(中略) 

   なお、復興施策の進捗状況や効果検証等を踏まえ、避難指示解除の時期等によ

りそれぞれ大きく異なる地方公共団体の状況も考慮しつつ、第２期復興・創生期

間の５年目に当たる令和７年度に、復興事業全体の在り方について見直しを行

う。 

 

～（略）～ 

 

 ③ 帰還・移住等の促進、生活再建等 

 

～（略）～ 

 

・ 心のケア等の被災者支援については、避難生活の長期化等に伴い個別化・複雑 

  化した課題を抱える被災者に対して、引き続き、事業の進捗に応じたきめ細かい 

支援を行う。 
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～（略）～ 

 

２. 復興を支える仕組み 

（１）復旧・復興事業の財源等 

 

～（略）～ 

 

・ 平成 23年度から令和２年度までの 10年間における復旧・復興事業に充てるこ 

ととした 32兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績を踏ま 

えると、32.9兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれる。 

   原子力災害被災地域については中長期的な対応が必要であり、復興のステージ 

が進むにつれ、新たな課題や多様なニーズが生じていることから、適切な時期に 

見直しを行い、必要な復興事業の実施に支障を来すことがないよう、財源を確保 

する。 

・ 東日本大震災復興特別会計は継続する。第２期復興・創生期間以降においても、 

各年度の事業規模の管理を適切に行い、精度の高い予算とすることで、効果的か 

つ確実に復興を進める。 

 

～（略）～ 
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１ 新聞記事 …………………………………………………………………………63～77 

 

 

２ 福島県社会福祉協議会 月刊広報誌「はあとふるふくしま」より 

 

  ※広報誌のレイアウトの都合上、以下は 97 ページからお読みください。 

 

（１） 地域をつなぐ避難者地域支援コーディネータ―の取り組み …………94～97 

（2023 年 9 月号） 

 

（２） 避難者支援のいま …………………………………………………………90～93 

（2023 年 12 月号） 

 

（３） SNS を活用した避難者とのつながり作り ………………………………86～89 

（2024 年 3 月） 

 

（４） 避難者支援における「個」の支援と「地域」支援の一体的な展開 …82～85 

（2024 年 9 月号） 

 

（５） 広域避難者支援モデル「社協連携避難者支援センター」の取組 ……78～81 

（2024 年 12 月号） 
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